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|論説

子どもの畠己決主主と聾法(1)
う1('台・[Jドおける[!ごもの
人終・権利論の分析，比較

木一~変オJ

l 、、

月

1:;-; 研究動機!k[Yノd寄の松成

第一治 問問古語:

ぁ一節 ijÿ~民発注格的視;念からのγ ブ n -~r 

第出家族
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第-:}{ ピュ ，タニスムからのiJj3e 

治-11 工:Htの 7メリカの家族惚への設近

第 判 植民地1¥げにかり )C;I!_氾日ずまでの定程

節 目 九世紀悦半か I'，:~，t:までの禄中日

第三;H 今>1'-2r-~~I :G: i1、と家方字、j)烹点
きも 節 けI均粘合行為と千ども

清原論占の概要

第一底引火・和総

{jj U 注うく j に|羽する達11:設l内款の見解
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/IG.1 [1~18i]) 判決

第 H*古4FJl-関する浬+1;最百裁の見PH

第四日 結応j に刈すゐ年間令山J以

d'S三品離婚
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的一日 家族の判ーの新井
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子どもの自己決定と曹注(1( 

第川項 同性婚・事実婚

第 日 Htl崎投ぴ|門j刊愛省による寸の扶養仁川する法的理解

約 日 同性愛者に対する連J，最高裁の姿勢

第一判 事実婚

一、 Lawrcncc刊決から汗ぴ従起された事実婚の議論

一、未婚の父に対する連邦最古裁の立場

、Quilloinv. vValco1J ( 434 U. S. 246 [1978])判決

(人事実関係

( .)、判決の民旨

約三節社会的身分と子ども

第四節 医採れ為と子ども

第五節 家庭内暴}Jとて「ども

第六jjiJ 小括

(以上本号)

第辛台湾

治 nii 台湾における家族像への接泣
第節 1'1的特合行為とチとも

約三節社会的身分と丁とも

第四節家厄内暴力と子ども

第五節小柄

第三章日本

第節家政{撃の推移

第二nii 性的結合行為と了ども
第一一節 社会的身分とて「ども

[:fj凶節 医療行為・家庭内暴}Jと子ども

第合節小括

宮島凶中 筋 l部のど察を経て

第π部教育
第立中 アメリカ合衆国

第 nii 教育に関する形態の変遷と了ども
第一節 教育制度における千どもと説の位置つけ

約三節 宇校管理と了ともの自律

第四節 教育をめぐる辿邦政府の働き

第五節小柄

第六章台湾

第節教育に関する法的枠組み

第二nii 教育、に対宇る他府l意識の発牛
第て節 教育制度におけるチどもと説のもl:~-づけ

北法61(1・495)49;5 1461 



ち信刈凶 教育行政六了}も

第1工節小柄

守、七EF 口本
第一節 救 1:均する法的情iヨの|丹編

第一節 て「どもの自己以泌を支える:e:l:.12.教育J、約百曲 J庁
第 uu 小日

帯ノ¥中 第H剖;の考祭を粁て

結び(こ代えて サイアサイク 1レにおげる了どものはじ日'，jl:

序研究動機及び内容の構成

-λ入

問 ふ1

与(米、我々の「私的~~tí域 l じれする公推力の制約は「公共の福?ょや

「社会的干'1ぷ"百行仁うな 1I実を以つ C__:1 ::_~~イとされる慌 I"Jにある。

一方、 I公立、己分」としうァーゼを考える際、 Jo1:nSL:1arL k:ll (1) [白出

端j は多くのヤ者迭にJlU考の糸口を蛇供しており、公十'0_力に対打u しよ与

とする右、的 'H己決定(権)J といろ伊正念:が見出さhてし':0また、ょこ
年において社会的領仁田γ1;'>'改めて窓設され、「公 (i:]、)J J.: 私 (N;)~ の

士JI界線凶体か陵昧になったここは政げられない雫実ζ なり、 l公世t:

の概念も多いに論じられるようにな J た。

J 中村桂_ÿ~ IF恵法30日比 [刻版]巳(背林占民 1999年) 1斗_.'l(、・ 19ft 

少将の日窓どして NITTl.(〆フルヱニザの対議lk九れる制人の.!--J官、の両日の

;ljik; なるY!1:í~-t; IÎ~ 0~ ヘ杭拾需が C 1"': 尚染刊が弘、Iri，~ff:i 士!'，*、訴さヲであれば、

おそム〈 公共のお i制と→う科の|でj 強制約な人ド礼;，{!，置も， 1 三~fI::されるであ

ろう と呈られ、いる}棟1己決1J i~;よ詰義宗 1 If~論ι貰習 l' 第 2 ~J{J 

山朴・ 1 1~日。 松井7立βIii4'X τじよ子二まt3I Nq 山7_ 千j斐l沼， 

，'2()U川 III玄、

3 111日午五私事乞 u ，寸決定"H~弘司詰札‘ 1987年)'1--"GtL1中」円市ケじ己

再担保の勺士、 と主権力と白 [_I， ;:;'l立の狭間で情8'!ì'，:C)7;'、17房・ 200~) 干) 1I"' 1"仁L

4 ハユナ・?レユ、 U-I"nna~'. A1円HJ~! 吉田也、不透推沢「人 i吋の条件 (iP!.叩

喜号守 山)()7乙:--) ~~lH 

例えは、 "下降百ユ、「国各えとだ、人レの ι;JiJ、件???の~'異ほと単純に、公法

珂封、 火法規範七私J去らつ係 £心王切記τを|ベ対ャ1"-、差異を)1出さ tることには、
むともと;~.叫がある 予とを指摘し
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iともの日己;そ7e:':壱主 1

しかしながら、このようなJ:i，;:夫l対Lて、 人」の位世づけやその

概念に闘 ν 、よー7深<1守l件、する必要があるのではなかろうかl すなわち、

匂人のほ援を持つ 了とも Jが前述した 公私:K~J-J -¥-'公私;高偽ー

と時わる問題巴耐において凡そ能動的な j科、としア~i(えられ、 rZ殺され

ナいなけれ、況があるパ ユれは何故か、また背役土如何なる珪屈がイI→

るのかを冗叫することがキ稿の'1'心的ァーマである υ 加えて、 x質
的に r:.::E家内統治の見!本~J こ己目戸哉される見代げ~ ;;:c 揖t;~~のレン

ズを通し 「手こも」とい).:I:=. f+、を 口己決定」の枠~.*IJ を有するものと

見る|郎、そのよぺ公忠誠::](rなffJiみJては可能かむか、えその内容は主l伺

に理解されるべきであろうか、ニれらの諮問起に討して、牛稿では つ

の1'.1および地岐に存仕L将官に波間されている;革法(j.ーの議論を株。人忠

すごめ予言さかじを l~iτけたいの

第一節問題意識

イメ杭の出藷点は正ワj直り fあるが、探究のより具体的な?ントとな

る概念[土 民主主義、「メむ再」、 1)ベブリスム、 日斗決定」及び「意

J，L表明格 どと考えている

まFi止、'[、 il 義 l という政治的別会 3である p この 人保*-ili: L義

ク)核!'f;， H1'法紅会午会漏 11，見代に;3け令忍法同公;去の ，Wdル 法社会 4了F第
(;iJせ)J (↑で安閑.~COí-T; ~7民

'1 ¥1:1: I'，.e>さえも、 11旬、ぴ1)円五舟旭nj'-;Jる対象カら l子m"¥"'、it、!日Jに日記人;ご達

Lてvづ、い4者」を除外ずることを認の「いるー ξル昔・山|出手 討什庄由荷

Ct Y-.t:上・ :~();)6 字j ワ-;---;.;K頁， J， S ミル著聞塩尻公明，代付主主康訳『ド111論巴
(岩波吾11L!・1971イ)2.1 ，-つ::iF!c

7当t;:;-f門喜 「芯日、 f1，同!民¥l'波i耳H・2、j(}，ノ年) 4 - [j Ji 
メ内出f止さ云に J，;れ:工、 l民主主義」 ζいうのは Iしばしば i些ま Lい政治記JJ

の姿?上いうさはよ合い(ニ l アンスんが含まれているから、その戸主肉体を

使うこと bこiJ"1虫，:1_1，1:態皮 J をとるべきだと口うが、イリ古はあくま?も iR土
;こ :̂J包されるいくつかの喪主を検直し それば fともにと"-(如何なる

百味があるのかのごとを考えようと出国する攻、 !.tよ E 市 m~fT とし c 1'-[(.1 

子買いという 7717Tを使う kことド寸る v 内野1卜主主『上〈二巨切JC)欠点 il:本三下論k十 2005 

年 b頁ベ

~Lì:j、 ('::1 U '492) 493 14[11 



-λ入

問

なとァラスのf酌泊をもっ妥素」が'3まれている言葉ヘ Lかも正;一

ふ1

「心

吾、主義」と並行して命じられるこの糾念の起if~については、一六1"1ー

のイ守リスに起こったピコ リタン詰命の|禁に、 hわれていた“The

P~Jtn~'v Dl'hatc、ゲ l刊の;tt=.行までj司るごとができる。すなわも、当時のJ政

心的・ 11会的状況iJ'ら芯えると、半隊における「校慌をZ討lする h、

当該会訟の参加害全員「ギ「川副部の代表や一般のl(上)IJ 1'1'守 lに l話

し合う lことに主す之、特怖がまさに l己 I義・読会 I義 Jの点lの体

現だと百i1ul:去れ仁いるのとある jc

AlcXe.llldcr [)lllll 中 Lin(bay'~ も、 ~-L:n_*2i， ::13t 'て、アメ;)/Jとイギ

l共j主の精神的家系に属してjスのピューリタ/内民主主義gたちは
c， ことを ~t.~龍しており、この nμFlltnとy=>εbates で行わJ.Lた îTi の

幹部会訴を「民王王義」の起源として捉えている 1:': 号、J に当時の草

命軍をT導L-(い l~ 01lVt'fい一川Iwdl¥ 注，1l、f皮に代去される精+::1が

l'he Putu月， DëoaL出に!ぇ映されたことが 1;(王主茨 j の起点:~を考えるよ

で重安 tどとしてν、るご ;jndsayn骨(i: (lCLj喪 j にぶいてl土、同む
よりも議論が大ωだと、 1)附亡お :'1、仁[0;;;\-\εll~土「この会;転、おい
し議論の，-;:'d:誌をつ:る存とであ-，た と科慨する c

ロ内!J!T. -fJjJ福間I主 (8) 51c;， 
日大木拡大「ピュ リタ jJI ~: ~-f-T丸公前H ・ i975 イ1) 丹 Î..R、この 16 ，1711 :O)J~8 

E刀、ιII月llEにれわれた会議の名前は行、ト式 会議パトニー 令議;1，今

芹ぷ「イギリス革命の政治3色怯u(よ ~~~.-L. 1984iよ)3C:'.Hiヘ ノ灯、二!す論〆7
J;宏編世YA歴史大系 イギリス :-ë2~ (0.1川!+lr，~G: ~.十， 1990とf-)IJ、何故執筆の:12

良)、や「ノ、トー Il~議(.''¥‘ 0・1)::---E1苫・氷川革沢 lリ刊補〕民主主義

内主泣 け、米什 1992咋ノ 1G8tU などがめるので了、 1二では当該会日l1c人こと

をノハヲルjJI，t告，':1'記う

II大木 'IIJ兆三さ円 (lD) U2-吋l:lcL-

1 ?よ、ノド英夫「段戦続()O苧乃思想の問題 I (弓l 守:院総合荷究所・ :~on6

3京c

1:' 1)::--ゼイ・前桝古出 (lri)24マ 2i民

日大木.I-JIi ~日書仕(l:): 1引};'-{()この「品川沿」への強い志議に勺いては、

Lir.d:-::aぅーが位しつ著作でも強認していゐ。例えlLl尻代民土土義国翠」 ししAλ

杓作。)::1(.、 Ih:: J.:.t::義¥の鍵は討し引のもつ需拡リjである{よい対北は仰の/!

1491 LiJ:Gl :j・492)4η2



iともの日己;そ7e:':壱主 1

そうごあるとすると、Li:)(:S3.Y 土「長王王表」のm身(ついて、人々

がぶり合則的な合玄、戎い h玉、人々によりう2([ノ¥オしわすい合立を得る

(もっとも、 Lilld~a\' は 1 :.... J民主主義i.t必ずLも同告 iこよる政治で

はない 1'と淀べていたが1 ために;長「イ?を .I~~ くすとごろに i 肢があ t人

での実況のため~= (土、身分や賠紋に杓らヂ、すべての個人が「秩序J (相

互に尊lーし て了うこ川どア:/) ;、守 に守川首・討市 対話〉するこ 2

が不可欠t!.、ということを忍んでいζのではなかろうか。このような

L:n(:say的な$解から山発すれば、'("，1例人レ八月ぜの， 1"1'卓」が、

そのまま、村会・ 1"1訟のづく7[における [..J 氏宇中表〕へ在付するわ

けではない rt.悶]貝汗して、 I"gt前J ぞ 多数l';(..1的手士会技術的ー!長、昨
を fι? と「忠 :~j.Jの口白市湯 r なるイ デオロギ が、そしてさιには個人
主義こ十円刻王英 定作のFJ苧が、介tiするのである.I(という言葉にも

って v ミくので(ま ~v， 刀、コ

が舟んで、 I民主王表 におけるく詳論ー討敵 対話うの三主要性を吟

の程解宇T'ZJげることができょうハ波じよれば、 <XJ~え〉はなに仇りも

まず、航中心、化であれ、 J論争〉めるし (;.t 認争〉 ごもある c それは、

問自f而伯l下Jてよく年!品〉の〈場〉であり、了生きる内山、 りも、むしろ F弐

殺の尖νののもつ;:J.lth1tカこむすびっく l ものとlSこする ノろで、 r'T対話

yJ、では~'Ij-~;てで 3 な ν 苅志がひ主だ寸二とがで 3 る j と力説するとごろがめる

八 口・りンゼイ若記葉信義~P， ;r:t司ft民tL'詫II王、み(土木七 1969年)::i63 

fL 

1:. 1)ンぞイ・前掲吉;土Cto)ω頁}

1f 0["品手 l公法における人|削.111岩波沼産

年¥98tても

:主主主法j子 1 人岩波音IIL!• 1983 

J'，' 1 rイi日冶に符ぇ、何かに反!.tl~~、{可か手作必[、可能な符と:7Jほや予組し、

王将を八め「り L亡し吟巴こ弁を三五視」し口、て、「対話が託、わゐ》主、すへ

仁(土終わる [...; /.;話 fi、事実土、終わりえ t~ いし、終わるべきでは士 l 、 l

というi戸たを村つハアヂンは 民ムヰリに j における l日正日しの機能を段も重安

悦する Lillds，y C>U'場や支J寸.J/，二とじなるのではないかと考えているυ1:山T
:生ョパブ午ン 新~..l (，'当波書.，占 ~(I(12'f) 12()~ 121只(

1句読賢 刊誌古色 (17) .l:i()頁}

~Lì:j、 ('::1U '491) 49 1001 



-λ入

問 ふ1

的問係を単純イじしたり 百化して、よJ 闘争、論争、イ〈同意:1，"JrrHl-L

めてはならない、 jF、lは、最も重要な対話主的捷係のひlうなのどめる

..1 とも述べているとこのことから、 民二五土義・議会ェ美ーの下

では、~， 的な思想輔のrf{lーはもとよりその形成すら古iきれず、むしろ
よ!!J'JT仁村する意見の分さ，がIIJ提とされなければならな ρ ことがIJ，3;支され

るn したがっと、:>l1J方J)立践に」り↑Jわれる用?主的な石市Tベ)*}j80主:~)~ 

7トという〈議論 e討論 汁話立、常に情11主同を fli1lさせて新たな合白、

を形成するためには必要小川正だと iE討、しても Jかろっ一

ところ市、昨今の8伝学においては、現代の'\ミわゆる l JiF社 H 当~(士、

L干 の出家権力でしてjlJI人て十IjJ峠するのではない ，，!þ~亡 I ド汁士会のさま

ざまの?十会関係において、それぞれのアクタぃと 1て多依な行政が;民間

き"、 売主長均支fT'j攻lこ されるη[ペ似へも多7口的相会関係のそれぞ

れの (;t;c~JJ的j 構成長どして、t+ f~!弘:係を 1mえ汗 lìiーω実体?はなし，J~() 

)-，、 Jえ
に ノ るU そうであるとサると、本相』土、 Jや l弘、

泊法制される同荻村I 力泊酒ノ\~:I::i:舌の]i再々まで没i蓬ナる 4うーニ1早"千き"て

いる:~イl計会 i_ おいては、再()<各 jl'l 人宇'Ì" iH のよ与なキリスト J士会と同

家からf'pられる祉会ィ主総必:こ 浮彫のように彫り込まれていた人司」フ

に引きbこしてしまう可能性があるのではないかとの伝機感を覚えるので

あるロこの点J土、 子ども lにとっとばa'::1.';派主lずであろ与。なぜなら;工、

現代の公教育制度の交畏ド1半}ヘ了ともli土ダtiIニ選以の自由がなく、 jrt-:

制約lこ !と口う国家によりイヤられ、 j定々ιLUl会よりも高;主主不!こ

I了や規律を求める集|叶勺こ;去り込まれるからである J

三うしと‘何人を同 IUーの浮|形的な人司'j~~- から切:) 14P きれたく~it ，~{;~ . -~;l 

;布=討ぷノのT体とし士 L'('，、 r;長・口す;た=対話、の場を"宇慢するた

1';桑野前J2きい U'{!138円こ

ロ棟t~-~}ljJ~1J r=:;:(\~.、学行論~~ (:E; :::ネ1・2ωI年 2:l]''L
21 大木.:jiHt:書;::-(lD') 10円っ

")例え:王、苅谷端彦:ュ「学校が災回生沼の場であ iり、'[..'生徒全門が「み

λ;';';いついよ ri i...:.)rijじ二とをするように史的，れるお凹fJ、たくさλあにる)"

'T'，{夕、l土、[，，，1み人ながし、コセ:1.、hこ{可かか寸ること(})1f.いζ ころ J だと;tべ乞
いる 苅行阿君『土手:絞って↑りだろう ~'z白星の全i;21ヂ:人「!j 』 fjρ''11戸五り. 2003i三j

18Fミ〔
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iともの日己;そ7e:':壱主 1

めl-;土、'1'1、ピ PllLllξvDebales (，ヂ象徴される「平等」だけではバ l分ご

あり足、もへひ〆つの嬰込として、すなわち「リベラリスム をI:'S'.I?ドす

る必!足元三あ/コう

現代の政的哲学の分gTιおいて‘ C[ー、リペラ jズムは人習の向性ベつ

f:1Ti'f:政見の多係主主を認め、その多fてな午j十止の開花と1IJli!1出納の;u求と実現{
小口jノ人な灸fI，1 しての例入の日11とi'ii干のi率七論を日らの政治哲プの某

設に祝えてきたからであ之;と"l義されてい心コこの理解にf;'えi工、

国家‘討会 出j人の関連件を「什 J る 、恐らく 口己決定」と ν う杭

2:も{よれ一て考えノミけれ:Xなら主いことになろう n そこ戸、 ~Ijll の rb

fI1論」が つの思考モ fjレ台 LてJli上げる乙どができぶつ:vlillt;t、

I [_ -_J !個人Jの意に反して、怖-;jを行慢することが114とされる H佳

の u 的 !i 、 fl; 人ト=J5.;工討す及ぶことを~iSh 11-. ，tることだけである。 -J 制

人) (":とって、あるニとをするニとカミよりホいから、あるいはそ

を干唱にするから、または他人の立-~~によれば、そうすることか 4 り賢

日!Jであり、正義にかなっているからといリて、あることを干ること、ま

たはしな vミこと宇治，'るのは花、iとされえないfユとiJ長している

しかし、日々刻々〉変化Vる社会清事与や紅会の多ノじ性の進展1:f半い、

itJ砕な判桁マ ;~!i~.~ に不可欠な情殺や知識の ~1~-が 1-，q~Sになりつつあり、

I--H 1-.'，決定 l の結果がt氏、rしも当人の 手!詳 l とはならない事が増加

していることも 'F~である J それでもなお 自己決.'LJ や尊重しなけれ

出そもそも、民ァァミ~.j主情は ひとびとの意f、持表明さzる ζうなも
のでなければな，')ません」少い JぺiíJ是 rある lに件へは平~"'\発戸 tL 二正が

できる Jうにず俗だけではな¥、 2 り μ 「竹を共有 t る」こ~)-yJ:'l、だとじ1"0ムn

l は与えているら~_ ，，， ~ ')ンゼ i. ~iJJ~書いはしì) ，11--. .1251 

日1-.;1"-3写紘 I1' 1 悼の仮払と卓越↑義的'!ペフリズム」同中氏明絹「現1~iLJ)

民主主 自己U::ZE(乃花キb.:、古斐i羽 200'~ 'f) 28/1良

日 111i 11 -2')招古注:，:3) ，1頁( ミル 盗:'1L..本村) ・百けミ古注{日)出頁μ
ミルリ11:尚問干局者?土(Li) :27 ~--ツS良っす&わち、， :---]ある人の行為が他

人の :--1/)，!っ国~-c 2t:人のためになるとかぞろするごとがiIしし 2と考えられるJ劫台
ごも そり行為が他八((7);f:ll1U Y侵午ざしないι f)そり行為 Jイ丁う U:'r合そ付

加人は右ずべき」どと坦角もするこ少ができょう <[r村山正美 パターJ-1;ズム (J)

研究， I 比え立・~?iJ(J7年 :11頁日

~Lì:j、 ('::1U '489) 4(¥9 1021 
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問 ふ1

ばならないのは、，(・ J己内討身の 1;1:}'.('はなくて、他人の{云治しゃ腎i肢

が行為をよ iJ下するもの l な.~)ているところては、人間の幸包の主芝なる

昨l占ヌミ若の一つがウこ(J'Cしhるし、 まだ実に個人と社会との)Ji悲の宣言も市

要な構成要素がう;けとし sるi"f:l:似に対する E注だと考えられよう〈

ところで、これま
戸，

V 、ご において 配人」と Lて想シ」さ

れ ιしけγ):立、あくまごも大人ごある l子とも lを主体となる設玲に

おいて、 白ヨ j や l 凶己決定 J とf治む場件、異なる結論がrHてくふ12ぐ

れーが市lニイfノJずる f例え1;'、):!:;.'iJ・移転のド111:ヤ妨抵の白111をふiる

~::j3t 'て子どもと大人との異土る扱いが殆どされていると7)ラ

~，f il1山身も、 f2~:~';~f~J里によるかなりフデ f カルな山ヨiK7ζグ〕勢一五を王

せ長するが、 '[-..1 子どもに漉 !IJ されてはならない j と ~él:fÍ'に芹い、 I い

まだ他の人々の世話を受ける必要のある状態にある人々は、外からのri'c
害仁対して保設され云くてはならないと ;IIJ~，j に、 f定h杓J{の1J昏iJt::士すし

てもi県議され主ければならなし，と必べといる v すなわち、，lillによ

れば、 子どもは保護される対象で!土あ円ても、 'lCLi義 lに想定され

る A-'l ぷ午前~)JLめる情人 (1てノtJではないにだ刀ヘ ，Ii:: 土伊八や
主配しよう〉する札会1生成の限界を論とる|際に、「もちろん、現在の111

イth人米たるべきI.ftoノ人々を完全に賢明にし群良にすることはできな

い戸と).':¥ベ、 士:は、教古い持するすべての依カを:字摂しているのみ

ごな〈、、臼ら判断す í~，fm) J (!)最も乏しい人々;汁Lて、 :11成(/)+↑ヤ論の梓

成がM'に発J宝石する、あのl十例区jな刀をももっているのごめるカら心、1

個々の人の私市に関〆ては、 11義と政策この 切の原;聞に g~\ らして、決

2{; ミjレ;t~;;_(_斤，付p ・拍花台ド ¥ 6) lLi凡ミ )1/ (ムド時} ・劫Jご雪i'i:己J

l'::Sn -'V;r;降佼 l子どもの11己決巴 '-jい亡考えるJ r封筒救行た学紀安

(人丈・ 4アゴモ)1 ()()号 位以)~il::) Sij.8.o 

刀法l平茨山、 'iC::iLm ..... ;，，，:υ、が保巳 rる権利 (τ ンデ J ン F ，~Q) 有安問 が()，S

午 43頁れ野中佼f亨 中村主男・古橋市1;工 高見勝手IJ j'者法1 第 J 坂)J (有

斐ま・ 2086よf:i216--2li長っ

おミノレ(i~片L' 木村1 ・前十砧古池(())2:)_1;':( 三Jレ(:'附) . 1;;:偽点ι土、 (i)

おとf 平10 巨均l布よ;汁 ;2EnSl見

川ミル (J;;_M，‘本H) .寸i)j毛主y主 (6.'lon頁 ミル L 問、首相号主主(6 
18/1 tt 

1531 LiJ:Gl :j・4(8)4~:.\S 



iともの日己;そ7e:':壱主 1

定権l土、での結果をI1主せねばならないところの悩人目らど守え}バてな

〈てはならな~" wL~，R.しミている 3 このように、 に111の均Gftuから何える

Jt忌かな矛;6(土、まさに了ともの凶i二を考察ヲるff?に、浮彫りになる

パタ 寸 Tjスムとの緊張:w係の現れであると考え「、jL;己 c

ここで、↓十ぴ関わなげればならないのは、足下1て義」・「対話 ・「リ

ベフ jスム自己決J:F-:Jをめぐる保々な同市首l土、ぞの対象ぜある l制

人 j を l大人 j から 了とも lに幸、そ央ずるだけていci:ての台院が'人われる

ことになるのかということとある〈 τ見代社会においては、「子とも」が

出if!u'Jにけ出し政治，，-参加するこレは特段Lがたい:¥1ので、 'Riて干三宮

や 1--1) ワ IJスム J については、、人J て 子〆も J いのあ1前の相通

をある科区認めうるとしても、 I対ポ や I--tじ決定Jについては、必

ずしも認めりれなドとは言えないのではなかろうか、現l二、 F 九己決定

的光実感』と、汁己決定仁もとづく円下町七、』という在~"'"から +1.."もの

白己決';'t:の存重」を考慮に人れる余地があるのではないだろへか引と

いう;張がt=~:~ l'られる外、現在の閃涼人十年法旬、計における議論にノ己られる

「弁J~円」ヤ「府己Iノじだ」の T体に「了とも」も含まれるべきマあると言

う主張の存とも]IlJ視することかできないじすなわち、 Jr.八jL年 刀

に了ともへの深護 ζ 凶律の尊雪が同時に強調されている国法総会でu択
ちれた IL日早の杭禾Ijにi持する条約(以人，+こもの拡利条約 1)ロ

川 ミ jレ士;t&J:!~ .本村 J ・前十句今戸 (1))1G7貝 ミ)1ι凶前初雪行 (1); 

1iA ---1 (i;~)頁

" fドし、近イ(おいて選ゲl!f勤¥の寺L，なJの問題を合的、 fども (J)参政法
は立:11'J:-'}:視さvられるべきかを(.ii討する1id長 v治は r，...J ('!ーとも)も土権
-r:i-I. して、支TY，の日由、政ノ:ìl:j1号到しり目白を享.~"~つつ公開討論の75Lこ参入する

仔イ(，であるーと指似しといる 引に藤干治『現{t;司家と人権潟三三 子とも

の人格有交問 20084三，!247ft 

五 7 平子寸 可ijj1;論文i:.t(2前日お-g
."，見草 tワ権利に陀:f/.:;;条約 ILU仰フf了， :J月1:3FIに国会にもlLiJIされ亡から、 1994

年:!}-J 29 C ;こ続結につv-て1.1会の承訟を足るに-iuコた出?に、"child円の対(2fllま
LH者Jか l子ども を一つの論点と)て取り卜 I7 ら t! た~ N，果的にl土、巴ぶ

l豆洋iカ佼われてき 1，1 i)G主」じがち右いふ方 不拡lはこの条約は、 c:li:d" 誌

発達可能\(~}:祝え よ二つ、 m本的人住v栓手1;を享有L行使宇ゐ一体 t ↑iL l~' つけ

~Lì:j、 ('::1 U '487) Mi7 IJ~I 
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問 ふ1

，1':::¥、定められる意口友明格点登場は位めて示陵町だこ23えらわゐ J と下

ろで、当該陸相j粂立lからf五位89~，_-: l'チともの円しよ汲ノむを捉える論稿が

いくつかもあコ/::.引が、， [・ .1 温法l土:u.I.f.禅譲の末、出立する了とも

という析しい下ども殺をnち'，Jてた'というナ J ヴな条約足解が 余
りト表面白七(二過ぎて詐育象を撫ずの)訟をぬぐ去なし、」λ とい~) t:疑問の

戸も無視することか「さないラにもかかわらず、本稿(正当'I'1J 子ドもの

村:'flJ条約 J のけ業部会の!市了ともの枚利」グ)'1;(" 性格こ関して )j~戸

じているアメリプJ代表が込ベアこ 子どbはたんに、政府からの手1;益のiす

うをf!~r-.Jl する荏利を持っているだけのイ7 在'"((土与:い 11¥:らは民府の権限

活用から山ムをヘデるためのIIJ民1'10.政治的権利lをも有Lている J ニの権

利lJ ì手、;求人が平交して"る ~qi 利と法的には|汗j交のものであり、 lf干HJí更

にあたうて子どもが羽，¥:J:)f:謀者の指示・指導ぞ必要と宇るとしても、

のふことは催事jそのものの l人‘容に 1可ら影響を/え(J'すものではな~，"仁王い

うァー棄に JJ，.!~\し、当該権利条J自の JJf'ぷともる I チどもの権利条約 J i 土、

日!)，;コかに ずどもの円しょ決定 lをi1H見守るものだと考えている tなわ
ち、、111主権利l条J買は、了どもに肘分の意思キi'I巾に表明することキ保除

~j ることによて、チどもが大人 1:1"1採にぐ議議・討論=対話〉 ごきる

対台を訟)~するペそーのI持続と Lて、パターナリズム r:~保護の局;味:こ l:Jえ>i~

ちれない大人による子どものザ平合衷;1<:1.，なければならない、こJWif:非:'"'-

にいると考え、刀、 l、の人Iにでは、 ;4にI'-fともの権利条約 lと記γらぬ陪"¥(

tマlノH[f;:グ)1主主'Jに院する長約J 11ジコリス 1048号J 有斐閣・ 1994苧.Jliト

日!頁 1[1際救 "1tHi]f究会 1--i子どもの伝子'i条約J か可日幸の慌利条約ゐか，弘

flJ救当、yf、 79 0' ~ωnイ 1'-) G7良一太IUくい子 rJ もの人格」同際法?;_~~~ l [] 

本と国際法のlOll年 1"人権 :::1入、i;;:‘2(j(jJ年 1凶頁}

1-1 f司え:工、 lこの子二もの烹日宏明1和三、"表J;民の日白"よりも以t-;';-O)次
1];ょのもので、 tーの前J是として、子どムにf主己決に|阪な認める、ということじみち
る」という訟もあるr 荒井生ー '1吋述ョナともの権利条約のオ界とξの包、義」
l-::.." リスト 96:l号 I1詩的苧)7:)頁戸沢点「了炉もの日三決定権k保税日

波講仲 現代のi.b~'1 己決定程エ法円波圭;;ì; . 1999苧i ]ft!頁}荒牧市人

1--Jどもの権刊条約と Jどもの目 ι去伊時限7~jki~ 9 号 (~OOYf) 2G九〕

f 本間HFj1児辛のほ利条約のiJ思想史的背景とその詐議逃紅 保護とオート

ノミー 」戸寄託訳、I士会こ法) .010.](¥ (11本Ul均出版的'lil':: 122良
ヤ;Ail月岡刊誌沿え;注{日前 11;)頁、

r5.~1 LiJ:Gl :j・4BG)4~:.\ (i 



iともの日己;そ7e:':壱主 1

れなけれJまならないのマ4あるユし

このような[fll際人権丘、トの矧W(，LJ豆島UL亡、怠け、学において l子ども

の起 r，決k二 l ほ如何にI中 ~:i さ H るのかペこ 1 しをF:Yry3することこそ1o.:f，;有に

与えられる j な n~Uffである日l そ|て、考芳?を Î'g;める子短りの つを従

jjt Lて;れるのは〉広沢!主 的 f1r~.はで￡る/，~ ii~が 了どもは、心身とも

末成熟ごあるために湾〆ノきやすく、三た、示成熟状線から成で~，:)R:1.~へと

成長Lでいく際に、了ともとi身の}Jのみでは不|分であ円、也者に依存

せざるをえなし、」こ認める 万、 持干lのPi主的行使は、に 〕第 1，こ、

出土1巨人の時殺につらなるものとして、ぞれをわ浸すること口体l

イ1向を有している Jこ介、 [000:告さスに、権利を行使する阪1J(正夫氏にそ

れを行使十ることに4って形成されていくとし Jつ出をイJしている j こと

から、下'JIiJi@力が未成熟な子こもにとっても、人さな E.:1tキ IO'円、る」
ょこ，.判を認め、 γメリヵにおける寸ニどもの怪利治的詮畏をし守試しつつ、

I調寺空間自1f:(l)アブローチ だげといっ祈Lいm，印、を発見し、チどもの
-十ILfJ請に本l"tる見方の転校をイ足してし、る c この 4 うな米 U{~.~ を 3~

~ _."_ ' [..， J r了片央c'百人権である布巾棒:土、本米、 H己IノL定権であるし
:: ¥， "う認識に:当ヶt-L-(J\ 憲法学におけるチYもの日己決'~権)に対す

る再考察の作業が Ili]りかにみ~î:( rりれえないことになろうっ

方、トl際人権法(1)士脈に沿い、 了どもの人権 ol~ 刈論争論ずる夜、現イ1

多1ミに注R，" 1<亡し A る l チどもよ~J の向日以イf タノムリ稲fi:)L:}~( I寸ニどもふム

l院する戦うl犯:;1-'" ノ マン事件管特権半lJ次J ~'j? iRj}~':j; 治判巻::{j1号1 (.2 

i) ，~人予 1去明~15 ' :::r1iJ:=i 79---的頁

応なお、 iLJI'干寄託iのように、1'..."日二決定を J出::t~!:Jいく)レで i出解しでも、

例別正体u(jな門己決定慌のレベ?レご叫が1 ど七、その有効性は非出に限うれと

しる LI己決辺の珪念それ u体は、 LIr::の理念にl岐収cれ、守グ〉一部で l かな

し;J ~し門鮫占を~-:j;っこムもあり得よぺ、 '[1 ぷ公J、字会 公).)、研究 活7u号E

L右支l羽・引(1(1日午 HR只

山ノに;尺!r.、 I '~者 1云と};J.有Lí~奇 :x:iT片足1，íji:l司市校。乙 OS '7"ノ 2い 2~;t--c"

"'米iJ，~広一「子ども. -~ぇ扶・;;;i:ム巳(有文悶・ 199:!年)124 三位円 J

"古和口幸一 111:3古揃I功[x僚におけふ位己じたにこ遺[た l 司法11'時Hl 7~1~主 lHj

L抑07午べ頁I

~Lì:j、 ('::1U '485) M<J I J( I 



第二節 成長発主主権ぬ概念からのアプローチ

-λ入

問 ふ1

前:干した米沢1])所説から汚 f二有却にHiって使iif{ ，t点の \ρ{'''Tn!0 ;J í~)誌を :Fr ハ

でみるこ、も 0， つE主刊しなければな戸、ないキ ワ ドを発見するごと

ができる 1 すなわち、 九~-~ノ\年Ll月、ド六ol泉高裁判所ノト旭川 f子~)ji 

スト事行士42う阪に、 1 [...  J 【烹法一六条)の仔 f~ に l土、国民名目が、

旬67人間として、また、 市J;:として、成長、党達L、七己の人絡を

完成、三三現するために必要な予告をする国有の犠平1)や存することa??に、

ぺ〕子どもは、その~之官民求を充足するみめの孝育を白己に tJtfrすこと

をん人一役にtJL --C~~求ヲる権利を有するニ r c~- .))続念が11在している
と考えられると述べ、 I

るU

と円う概念を+;1::ノj、したことであ

ニの長年0) 1品j を査して11'1'1祉法学ヤ救育法学的分野~，::おいてプ「張され牛

!記されてきた リ記長)発達1写 以上のよ"に最氏

よえという煤介を I~ してより具;{、的な JFで:合法学のうすT[' に入り込まれた二

とl、官まらず、前節で言及した 了ともの権利条約」が[1イ入政府からも

批;-ft され!.-動さにlh\ 議論日体が少年~)、六一条との係わりを送乙丸、

;1リヲ筒Jlj~ に b 、主手えをぜ: ~ yているに
II.jっとも、ノ村高{ま I--tx民議i主権 l の;人1実京'Jtしふうとす〆乙ものとはな

しむLろ 1..，成長) )を{土手告を、綾{~t包帯刊とすべきが妥、Ii 」 41

ごl)る〆 vぺ主張;こ問調 L'Jつ、日 ]子Yもが1主主防;の紅会生活の'1;'(" 

成長派法絡をとくに i張ずることがと主へその了どもの 1C..' 1成長

会i主権が河原とすると「ろは1.....1戸分にかかわけのあるごとはド1旬、で

2長j¥刊日に手lに1江 5弓つIh (引IJU-;J'S14号とおじ正.19'iMri ，11丘c

服部苅 E立長栄一手格C')作成 l 受士:守 :;j; 大J子;叫最法苧[，青ハコ抗->1 立 ~fî 1・1号

(立川2年l:ll円

:主111動「発注十件J:基本的人枠体系iljU T市 ι 子犬、f研究紀要~ '-10"、号 (t有K

子人予・ 1978~r> ヌ i 頁υ

)波打 l人評論として (J)f とものづ成長発l主格~ J 1ともの人惇と少イ1 ，さ

に問。る特別委見会 nl-Cr.T守護士会j ・了とものほネIJに関する委民会(記手同
力士弁ぷ 1た)漏「会台工事竹村H色とて「どもの成1;';')8遠権 ノ夕、午の三宅fJ1・千住知;'Itτ以

どJZえ心現代人丈什 京町二午;2l爪百、

fS'il L社、Gl:1.4B-ti4tA



iともの日己;そ7e:':壱主 1

U~めてゆく自己決定『つ王件仁なること、討りの人生、ノーi古をほうγフしく

生きていく主体になるこ〆[...J J，c'であるという与えから小唆を J乏(J、

アメ j士、台i4やドボでは 'Iaの人前である了ともの成五・発注が蒜辻、

典j を通じてとのよド旬、わうているのかとい与ごとを、下こもの剖l

:&育成宇人格(口付-自己決定j 形成と長もi*く民訴している

及{}' 救R'，Jの領域から解i犯を試みるこ rを主たる["';80にL"(c.るーま

た、本稿;土 I了ども と l 、う 11E人が~記の 1'"1 及び主i(J立て、千台民しつノある

憲法干のj仁川、においと 人権享有 J 体である~'~n':;J!:: r :. :i:lつことは、もは

や百ぺまでもないー

第 I部 家族

Talcotl Pé~r 山n:-; ，.土「ぷ35Lr-hi fマ集凶r:L工J培え亡、「寸ニどもがそ

の最初の段階で自分の軒動的資問(ピIl以iunal1出 Ollrc白 )σ〉すべてを

そこにぷ蛍 L て~ミる IS と ;d~.ベて~ミるつこうして考えると、， (どものれ

己決定」という慨念キ設抑じ検討すべき fある ι場土「京侠」だと思

われる(この第 T奇じでは本柄。)附党対象ときれる=つのIrHえぴllfI械にお

いて、家族のなかでの j どもの自己以)~を巡り、如何なる{よlη線本が代々

のi'hJ に悦示:"'-れ、変1[~ しといるのウというごとそ考察 検討する

2.6安l品同 Cfともじっすらを支える成長交遠権 1rr育<!'午同誌 1，5;;;

午リ片)2G f:L 

コJ フ()l'3

-'-;'法学協会編 IF~';i: ~'í-円本 1[1 ;;1:.法 卜告有を間・ ~9~i::\年}

-'196'.8 .3(判 --SGL8 芭t'.佼走法待?全集L1 7E，，:)}:、111

明日，~出頁 H::--4L:頁 A

l1' 橋爪汽栓i也司家Etir (長明書房‘!こ喝Ir; 39R. 

4;子。 ~-4fi(!t司・ ~9~:、

{右斐|富田 1939)，1'.)

刊なお、 P;-;i~i jJ lk :¥rif':> i))却炉に4ると、 子どもに対ヲるまなぞ三しのをfhや

共同体の京退、京校内'!c述、学佼1Lのi住民という一つの院係枠の古化と
司わら社 C論じ」ノふ Fi)、が必要rーされぐいるが、求刑は「了どもの肩しよ決定」

を述る示法「口説相の斬郭を明確にヂるため、第I主|;F乏に扶第立市校111

とにう了、各訟域刀、ら仔かび!がる阿悲汀を完全辺する r 法をとる .~l三件 f ~';. 

2主主 アンミャシ・レジ一品における子ともとた会 l士グ'"、沖と Jデ j-u

ギ J E浮i表人漏可十三?っzのなかの寸二どそ ア i;_1ス](1どのく'，'f<校!"子二校(!)
近代)dI ¥新曜干上 より制年! 1]:2頁{

~Lì:j、 ('::1 U '482) M(~ 10[.1 



第一章 アメリカ合衆国

-λ入

問 ふ1

主に九()今一代以降のアメ J力的家族宅情をif'う問団〉1:世l二、 1--(阿国)

の京}舟~-定義 tるのは小口I iiきなほど、そのJFia多様11:Iていると述

べている また、社印 1:1，1ムeCοOfEZも、 (1:，1:'-1:[における1 [土常に ~)'ít

動的 jである，[こ〉をJョJ渇しにいる n しかし、阿国の人々が拘え〈いる

えl~i，l.' 0)引の I京民 J (こ X;~'-9- i~ :--~'己となるものを断百的こ復元させな

がら、憲法との関係を考えることにはある秘慢の芭I1本があろう。

本予?(土、アメリカ人の述、以ノ'-，_.討する「記憶 を辿")ノミがら、そのを

のをj差を概烈し I家族 J (:-合衆国万一ぷ」 tm聞に I子日プも j が

i(なとなれ、提起し得るいくつかの間誌を別々のテ マを設定L、ぞれ

りと係わる判例併存分析し校日、J:"てしベ、

第一節 子どもJ • r家族J • r園家」の過去と現在

R2l;ih ]-¥8nOJl [lHry 土 i"，7メ1]カ人の任会的遺主主の中J二含まれゐ訪程

f互の中で、ピ L-1)タニスム lデモクフン :こl土、特別な主嬰牲があるJに

と述べている u 1足って、 1;1ヨヨの}1:二族の雫情と深く関わるのl工ピ，__1;タ

ニズムだとJ141われぶうづ Eは、子どもがそのようなピュ リタン的なす主

妊の中ご如何仁佼世イ寸けられるのか、まえ:、吋該十I会の運営を支える法

1-t1の令抗的な 1~:， 1[:1， IJ子 t もを fう見るのか こ11-[ちの問題を検討してい

えたいご

お凶凶u廿 〆え '1 うむの家方;~ê (-rh;白書:r';. :-:00，，1寸 9-rじなお、 jiJJr:f:j (j)家l?
に J~ I.;る桜子関係み枚A する湾、言、救lカ炭素を抜き)して諮ることがでえない

折怖もあるが、 をの両Jぎのヰfjf i的なれ警にlJγる4/先l土十1:1:石唄H 件 1，'c- Fj，;~念、

I~t~土-アメリカ史のなかの子 2 も JJ (彩流社・?}02 苧 :~56頁I

，，1ステワ T- ク 、J ソ品 川村ひとみ:日「京肢とい与神主 j メリ刀ン・

プヅミ I[ーの予とミ!i.支 (筑摩書房・ 1998庁 16同c また、仁川lllZは引の論文

ごアメ i/ ワ人治家波¥，-)-，;する 1[，，， Jアン Yノfレ/十な感情が匂している」と
:::sべ七ことがある 同LU. ';'J封書汁切り 218どr

ヲルフ B・ベ 1)，----!i"' . -::;; ，~"誠 ~よ八九-JI~-~;R l'ピヮ リターズム片手モ

クフンー Yメijブj(J)~担仰とその日係 )1 言宇.lSil ;~2t(~ 

[591 LiJ:Gl :j・4(2)4~:.\2 



iともの日己;そ7e:':壱主 1

第一項 ビューリ空ニニズムからの出発

大 l' 一台~t:i土、ビ ;L グリム・ 7 "，ーザ ズによる r....メイアブワ
;土「自由自ごとなる個人が、見約によって、 IJ!与を創設ヲるとい λ社

会のえを、現完;こ点わた顕二芸な五i升』手あ」るう3とtrstl同しぐいと，. 

また、 [~:(~:llll r:cI S E' ;:~:"s ¥'1川口，1:1i'土、ピューワタンu(J家炉、の後柁を克明{

記述Gc;こゐ Jする際、 l我々はどェーリタシ的吐会、及びその家族をl'!

Fi!ず心だめに、 主ずピコ、 'Jタニズムグ)~刊に下手宇 L て v ミる「政治 1 の慨

と当人の社会在日の問lこ如何なる連夜性があるのかと ν うこと年採らな

ければ公らノ与しミ」バと述べているにこの 入(::/J、喰を受けて、ます「契約」

「いう村正ノfからどコー 11タン|冷な家主主1設に長近してみたいI

I¥Iorg辻立によれl工どコ ワケンj主の街にイムえられる丸い十十ニミ約半丁/在

日舌動)の文行(.;i (!:ょ(rJc乃f 最終的な救{討、繋がつごuるとし汁思想の

j民1 ，1，(になるのは、 γ ダム(ここで、 γ ダムが象 i~:d'J，o父性的性格に沖意:)

が(道徳刊ノ除蒸する前まで遡ることができる d つまり、 I持とアダム

の慌に「トl儀にほ「る認作法の突約 'i:結ん J三二とにぷって、アダムが

やI1 かわの救崎幸 {~f るため、怖の渋(規律;に討する'Jt主主的江主伎が妄求さ

れることに 'd:'_Jたのである… Lカしながら、アグムが険落Lた校、

村uアゲムの了孫(7'ブラ J、ム)と，・〕信じ ξことは(宗tしい)!g[. 
件と手主したおとす〆乙了判赦の契約 (co日出l汁 ηf l を1:;:仰ぐ~:古ぶ

こと:したへこの.. 'う仁円ェー)タ〆主:土 N: との f~Ji 梨約」が結;ま

れているイメージを i-~~ く信ずる故:こ、 '1-ô"imi来 L 有 l ではなし高に対し

て-tmめと百円、fまれを討ちつぜ人 lすべてのピコ Jタン;土臼分J)長手をを

以す浪 1)、何の法[混律〕を y芝寸し、善き 1:1民を10'するごとにより‘そ

の〕1日く;笑い信仰の支えに上:)、目分の存ぞrを待認することの'j'::'lfTJ丈品%if

お大木可íj~e圭fア íJO) 91頁「

.， トclmrndS. iviur日ι¥f:.Thc: Puηtcn Vamiiy (Ne¥¥' 'jJcrk. 1日60) 己こ j 

が 1hul

j' !{;iι 

， fE L、Ivlorp;;mの戸う Eつに主主に服従すぬこ tには、常に情どるここと"1";'
ている」ため、持は再び「問約」をi口じ全人指のYb従を;j(めていると弓えよう u

lbid 

~Lì:j、 ('::1 U . 4tH) 4(¥ l'、01



j叫トなると考えているc行ら Lい

-λ入

問 ふ1

この林とア -f"-)ハJ、Loコ却しい J行数の契約ユの適;::tで象と与れず(/)

l土、 〔ぃ)アブラ F、ム出身だけではなく、 f疋の可申l である者も間待で

ある J 合 L_gLなわち 彼のがUTI的な了てふ:こi:;たる者である J 阪の了ど

もであ !-j、孫であ !-j、そLて智子主で;t;:)、つま 1)11 i、彼と (Iil!.統的)

が 1)C!)守、世帯をĴO'-JJ へそして、 lアブブノ、日が材にII1Jコて、真な白河

及び漂いf三;2、にふっくヨ!な i~ ，q.j， í: の宍?丁をj半げょっこい~Ji~t ~U、彼七

身だけではな¥、自1と共に Lてνる家fj友会員もその約!kを守ることをき

せる、彼は)j を尽 Lて彼等(そのぶぷ公江)刀、"-~~;主約束の実現を景:1:ず

設jみを負わなければならな~ ¥ ~ "， (":言われ、 7 ブフハムのち2約の内 Jヰを

f三条としてヰるクリス子ベン(ピ! リタニもど河然である)は、当然

同じ義務を負うこと;、なると坦解されて g，る

ニのような 紳止の契約」を|丙〈、jろうとするヒ。ューソターズムには、

I 世#は人のために作られ、人 ~;.t材のため(，:::11f られたという創浸fげ

な.f主lドカ持軍わオLてvる勺そのi刊には、 l聖なるE己列 lとヨわれる1失出j

伐さ:がイ{(rする すなわ ι、「年長者は年少者より、教育会J7217 た人~~

受けていない者より、';:Jみを所有オる人:土庁j右してい主い者より、職人

lよ 般の労働者より、上流社会主まれの人lよ下流社会主まれの者 l"i、

司令聞!な人は患者4り湾いである，52といつものである。この 4うな配列

は~~族、救会とコ主ンウ f ルス、それぞれの中で巡すきれなけれiまなら

ないと杵から要;k~ れる段、家族の rl; で、父親の俊1立山がノ人前涜〉とり、

J: fjも、家父:長:は奉公人 1)も、そ Lて、教会σ)I f iて、官教阿やさ

長者は 般のよ栄Jリも、人子ー kの中で統治者l主人民よ Nも寝位であ

るといろルールが1in<ノj、されている U このぶうなルールに背反する、こと

." Jd. al .~ 

'c' ld， at (I 

6ぐ lJ.aL 7 

り I Jhid 

〉ク id.(lt 17 

出 Id.aL 1支

出 ld.at 1:/ 

[GII LiJ:Gl :j・4Bu)4~:.\つ
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は C(・1村 ること仁なる という ~J ュー 1] タン的な理解からも

主えられてしるわb

ところで、父刈の倍iiLと '--rう扶I了をメ必ず Jために、父淵の了ヒも!伊

2 
-':..; も同時に強く要dhぎれている η 例主 l工、 口然の干ZjJlまイュ

lj タ J の剥と L 亡、その最初の責~7.d :i [...J了ともに氏、 i十まい、及び

fl:~-亡を IJ えるこ(: ，";'"("3うる r幸之えられ工、、るr そし亡、子ども汗占宇治宝

白分の斗 i，I:を維持することができる能りをきちんと身につけさせること

も父長之が以たさなけれ fまならなv1'.Ft j~jの つだときれていo川ヘ 131こ、

彼者につ:.，)て tv';org:-m は l\~as州 hll 山tLs の一六四戸、年法をう、げて、~?:tHl

に lit~-j き、ヲべてのっとおは依存の子「もが、例え ~i労働占や職人、良家、

成1斗土何らかの儲けられる貿易に従平ずることなど、いく d一川ーの'1コで

ヨつ合法的公職J)5(，就くごとをHi認しなければならないゆと市ヮてい

る口こ ζ ず、「大戯れλJ:ing).，;はピューリタンの荒ナ!弘.:{庁、を型船する汗

めの、もへ一つの会ーワ ドとなる L

'i¥:[orga:l i止、 "9/<てのクリスヰャンj主べにとっと) :...]戦業をi笠択

すゐこと十ijct:が引lIEなこと寸あった」刊と言うIそして、了ともは片j}

の能力はYこかで笠揮できるか、選択Lた職業は社会に土亡し、右JLJで」ち

るかす「かの同恕lこ.J~ iて1m初である;吹に、来日に了どもが自 j"'tの天職へと

持〈義務も ti~t ナミれ C ぃ。仁ところ泊、職業の;~!f釈 ;j:i::<，ってピュ りタ

6~ ltid 

山以トのよ 1な強いイ fさ:;立、 {どもに対する教育の111:こ反 hみされ亡し Lるし例

え(J、 idot即日 l土「ゴムーリタング)子ども達:ニ計どJohnじoltonがrh.tiitしとそ
の右手rな敦不を勉強する つまり、 l巴約豆舎に不さオしみ t:;1"1.の成でう父lで
とは槻はやjを指すのがろう?，にう円7L、に対ずる 1不:A、学校、技会とコモ〉ウヱ

ルスの'1'で、すぺて私達よりーにvミる人々 にある』というII'J詫、である J とm摘
)〆、 v、るベ f!;iι 

。I Jd. ar 6:-1 
以下なわち、「も LあなI方は述切な方i)、で担J勉にT，C もを王室育L、しつけし

よう〉すゐならば、 これ力九円liTf.で如何に佐ヘコ炉にEときていけるノらはを彼等

いとち;主)に救える三とにえ~_ ii ¥ とτうゴ4容じある。 Iil.al GC 
I;!; if;id 

ldιIL 70--71 

71 ld， ot 72 -i，I 

~Lì:j、 ('::1 U '479) 479 1I、21



-λ入

問 ふ1

ン社会i'j品、ては殺の札の制下、mas1er) という i:rHも必要とさ引てい

ナ。寸なわち、家庭内において、ピ L ーリタ〆(/)チ Y も i主~ ，;::親への '~l 放

の Eぎを安うことができるが、ピ~. ._--1)タン千二22における l秩:7'Jへの尊

五五をj問責させるためには、誌から刻れ亡日'11匠のトぞ技術を憎いたり‘勉

強したりすることも主要引されてきた三川町山口はこの点;ついて、

再 f}' l\hssac川町山の一六I)~八イru、を絞り上げる外、 Conccclicut のー

ノ、 ι も参照しノつ、 IもL了ども淫はかIらかの尿阪でよ泰、)l!LK

lこなり、 L認の)子に負えない状態になヮご Lまえば、仙の子ともさか

ら供ちこ(まれないように、{度 (1在久)らに対する長官をより放格(..:し、

決定グ〕定めを取Lくぶり版従さ才る U11<]の下によれもて、国がitらを

元からイ可 Ij 間(~当の子なら一 以まで、久の許なι 八ぶまで〆 主点

定三れた)姉[)Ioコ南1へ引き移るごとができるハ」 と乱司Jをし 亡し、た。

1'， 
C 

これまでのピムー Ijタ>(j)ぷ庭内における穀チi弘:係の概観か勺する

と、 一人(!):~5性とーへの女主(;k-l三日発的に(沖との ちてがL: こ)加

入干る場合、彼夕立しベよ彼f;，:の子折、の打力、の::JJli，:1-::' lJJ-lを待たなくても、 n
~[~的にけ申との 契約('，も till入することと)，(1故される c すべての未

成年のチYも活l土、税:二生きているか末だに同生Lていなしかと闘係な

く、 ~~ζ 神の慌に沿 i.Y、れた可告の rlr に合まれる c 勿帯、了とも淫:よ 人

目になぺた後、今回は民分がL1えとなり紳との松どに析とな努約を給ぶこ

と仁なるが、波h カまた事11:よる;晶、占的「で併まる~.l!り、その剥と宇11 0')

問に結ばれた契約:こ ιk て得九れた尽忍をヲき続き宗主:するこノにな

る と;午、べる Mor;zιnの門主主はどー工、 リタン家族の î~. 了{設を長ll)J に J古書

山し亡いるのではなかλろか i 、のようなイメ ジや志=立が除ければ強

L 、ほと、恐らく、!?訟家jti同まれ/，;)限:)、了とも i土口'ltu'Jな存柏として

は伐されにくく、家族における子どもの「自己決'iF-~J が詑られる 1ム~;m::I!J

九， 
，"，" も乏し 1、ιのとなろう c

Y この"マ:よ、 I~停の 1&判所、/)i-;2.主ii ぞ見るこ、てF と、モを読をヲる :\t に、伎をÞl::J

互の7cから連れべ")l 親への ~rlJ豆からの訴えは、す-~，VH:;iEfJNからの垢↑ t~品ぷ刀4

~iUl; られf J としぺ事実ァ;白ら向うことができるムしい、 ld. at 75 

ld. al 78 

id. i¥t lTラ

IG31 LiJ:Gl :j・478)473
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第二項現代のアメリカの家族像への接近

]コ巳日rCre災認 SbLeァの ピ L-IJタン家tthE、ピューリタンの経済的

政治的諮問係とともに、 '1't':かり近代へ移行する氏紅のなかにfiLi置を古

めている〈それはヨまれながらにしてJt::f¥:的であったのではなく、三子"三

1-tなのである」川とい弓J出向を受け、「この上ろに γュー 1;ターズムを↑云

絞的?上芝、から上:/)近代化された主会への lj浪花其乙のイデ寸ロギーとし

て性格つ tJJ 心ア A辞7行がある。尖|結、 iliJ 上司の了JlJt にーる人 1 荷.&1)'の討(.，~JJ

fど7を考えれは、その家肢の様相について多岐にわたるノ司点iSを仔たな

いと、よ l)11.):1宇 l、抑J/~ずることが?主会いこ〆には異論が告かろぺ。し

かし、 I~Ú の点目 μ(})%さ台段を;/fえ、これかん進む作業の士ずみを初期から

ピコー lJyニ式ムを蚊〈交えているホワイト・エスニ yクのtぷ絞と十之、コ

itl!.万、 I(アメ j守人)からノJしば 九五の竿代 (，i:lEJ)frなコンセ/サス

ぴ)tiY，Rであ --1"-.ょう;二見えるつ 1，0<  :一九千iO牛代(!)本昔、主「プ「義円七五々

な特徴l土、 恵太な殺の7 メ J:;七回;誌の驚吹}均月材料の伸びによハぐさらに

強イとされどハ，79と言う仁川1tzのffiJltjに共:!!唱し、 h作事Iを て)(7)分本

嶺として(仁川口Izが提示した王子、肢の付抗的性格もii:主しながら)、了ど

も'i::の視点もIJlJえて、近代から玉晃代までの1，引下|の家紋没を島断しごみf

し

第一回 植民地時代から一九世紀前半まで

[f1J出の植民地時代以1における人口構成について、 I[... J人じ:こ給災し

仁平弘同iよ1人「ほ史のなカのてFど手、・試す降、 学校 アメ lノ打性民地下'J-'itc汁宅約

から 宮浮康へi百1十三7史のなかめて子こも ア1;.J. λ 心、 f去の《家統と学校内~!1

{t>.!J以liO齢|巳 1988平!196--197頁
戸62F回開拍持論ぇ注 (75)197t'， 

久出'"住了 lアメ j与山家事、J清水出文 烹得緑術 J安宅きする:日界山家事、

けカニシヤ山刈 1909年)11)1---1(-;2頁 1

日久111 胡Jξ~Ji)文民 (77) _wrぇ
戸。ステワアレ ♂ク 〉ツ昔悶同十 J ミ，~ . 8.~'~D こ51土品 i; :16--47頁υ

及、元11凹〉t虫、 I~r~ 2中 アえリ力的:.s<伝 一七白 人世紀北犬、タハ J庶民批

における人 ~--1 と家族 ;{;:k~.~'μl 制lFi:dt ヨーロアノ言。〉探究三 家族J(ミホルゲ V

4力.:羽目年) tì6_~' 1 夕、回・市持論主出 (i7)161良 なお、当守i→均する京

~Lì:j、 ('::1U '477) 477 l'叫|
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問 ふ1

ているはこt'a;の)ニュ イシグランド0:;~~ュ リク./移民など回目移畏
:こ対L、[...JT今手契約す~土:人l土土こ LてきJ部植民J也ゃ¥と rtりった」話とい
弓ITlJJきが*!iノトさ九三いる 庁、奉公人剥はは-'~ "時の脳1-;J:'巾に涜J4した

にもかかわら fiEfじされたために C[ー、 M民JltIこm 人奴隷7子大軍 J

人されてゆくのであGfといろ U↑占も併時うされている日に

JW本 j王立の研%に」ると、当時北部に仕入ごいるた人は南部の人より

長命だこされてい〈が、了どもの側から見れば状況が少々異なるムしい「

すなわち、 :-..) '.11'，部のj 荒野に制民地を建誌寸るには、 c...ヂとも
を多く韮み育vごることにかかっ'-~.ば?こ;... J，土持{芋にかたくないラ[...)

しかL同時に幼児にじ半も高 lかっとようである}ぞれゆえ、子ドもに

だする環境的不j古から tまれるピコい Ijタン 0)死今一凱u、I[こどもは紳
から司への 時間 ~t H~ 1)物であり、神が与えたものは神円身が打阿lこか

つ従lti学いラぞってしまうものに L寸，"、教訓(:_'， ，;.:，えられていえ干のでめる」川

と見られている}また、千fTぐについて j;J"測には留まらず、 _，!J，，(近、

や友人守による共司作業であ Jたとも百われているおτ その一方で、 子

どもの1'i占!は11約聖書やI向社の名前から限る償青から、版本;土 i('!iT#)

名目IJにすらit可生が認められなかったと解釈すれば、アリ i スの論「、 ~ミ

イtl士会になうて初めて了と blよ四七;'r'J存rrが認められた を、 ;Y!に:当証

主主の研究のーげ〉方|μiは、 二ーコーインゲツ J ド粍氏l出乙南部桂民地の出にある

メ，;ーラシ日泊民地止むァァシ二ア出1¥ ~地の集介である l チ1. '+)-I:~， ク

2の士J.b二あるぶうである υ 九七 日渇請文住 (77)161頁。

εl荊l凶 iij持論〉ιi主 (80)66 q:' 
℃すなわち、合と色と本!司イ干)スジ)人I: j:F記置のンスフーi と('悶f与され
、したこの半公人出Ij l支は、「一七日虻ぶまで l 本凶の人r-~ 7~果 Ijir}iJそが L4klーが

消され、移討を1ljlν山すョ/"}ン工法l誌 がf由化ヲる-jJ、h官民地{むいても

社会的 I'，，-'r:'の機会が約小"--...~ 1-1 Jい、[...)移民を引き九十ゐ lフ"要因巴が楼己主

L士くなった l 三百う円相;凹.HUt拍ゴわム (80)66-，，62宍

イハ亡、このE÷代から Jc IU紀前「まさにお νiどは、 I~士1 人ぐっ f ども。町人

奴誌の千こも、あるいはlじ剖;のチども. :'~J 副;のチと争点二千々と、チどむ 1京~~各校

である C1 われている 稼本 .rjlJ認さ井 tSOi ~/l 只ぃ

手段本訪f宅4 注目())同頁

出点本北f告すJふ (51可 ~6 百

[I.CI LiJ:Gl :j・476)476



iともの日己;そ7e:':壱主 1

するここlJまるであろう出としもう理解宇示弓〆てし可。

そのようなチ白ての作業を，]::) ì~ く採ってみれば、「倍音主義的」主:

もの討だと?わ札、 I:"'J Tともは司分当身めいに乾、;士、を持つ¥し hるこ

とを ~~n らされるべきではなし、J-3~ とピニι リタンの調達はさ誠L'( いと"

その上ろな芳、践における了ともの十子了についナ、議木iJ:， ' l'、情民地

時代の子ども1象につし川、まず誕生から有、六段ころまごの子Yもにつ

いては、そのj主企に汁 1 る人i甘j じ〉比ノJ!誌、そして J~~i突いぶ千ぞというネァ会

認誌があり、そごには過保護のだ与とこしての宇ともはイしなかうたハ

)七設をi通玄る主宮古;、/士。と、 :'J、さな丈人」〆して丈人の'中間入

りを L、その世伴で r-r-;く 人前内成人でして独立するニ ξを求められと

のである. [，;この 4うな意味において、柏l(fV，吋ftにーらいてはfーと

もJ-iJl(.;i短かコたと言えよう」活と認識している}

続いて、近代記ttU)千ども没への航空に;討しでは、絵本1;;:':"，]母

以とっ子どもの関係 J土今まで以上 lこ以評にもれ、り>>ll~:-;-1心。〕チA"-Cがお!範

化 fる 190ことを取り日T、その背景には、 者srtて化・二L業iヒしていく社
会l、あって、女性こそがキソスト救の伝統的モラルの守護古ペごあるとい

う、主性を神主主視する it~念が L ばしば指摘きれる II ことを紹介 I こ

の時~)j において)[υ] 不救itJ iCî抗議の'idじ〔も)みられ l て、 l デとも

の;平正寸土神の決込~に依+M 才るものではなくて、母視cT川、断の努力によっ

ナ変えうゐものとふ与えられるよう;な勺た」り』と沼ってvゐるじ

このような l近代家族 における子Y も{主について、薬本lよ I["， J 

母島Jの安治を 身に受け、ノ三人とは1"引さすしi国司自Jな存キとしてがめら

れ、また口 11な活動を薬殺にした発注の'<1能性をJ守っと考えら引 f二」引

とし寸見解をボ(しかL、11iJ R:fに「それは近代前了ども観的、1'.'百戸L

εo n時本 ~;i1毛主;よ(日n) 4'i員 C

7藤本。前JZ書i+:¥!j(¥) !l'rF{ニ
出藤本岨前科主任(~)()) 4'1-貝

稼本弓IJJ昌幸fァ (50')SUH， 

川藤ノト口iJl!e.う注目())5U頁久111'eij抱7白L:()主 (77) l(1~1---1 f) 5頁

91点本ィ桝すド 50-';5: Q." 

)~藤本，前夜空い \~-:iOノ :)1F{乙

日本本固有1:tj-~イデ (5U:~ :j<，貝(

~Lì:j、 ('::1U '475) 47:] I(必|



ふ1

かない fあろろ J 池百でこ仁は、舟説仁々、ffし、家庭仁悶 l込め}フl'て

その行動を股校、 fi歩 d.;flナPてfic、ものそがみえ、[...]かつてのピ

リタンの 5~J廷校 FTl止、主主 L f11 Lという問浪ではなくて、 l九世司eiWJ廷の

流動的社会次況と人間の戸 Il.s芯、をね認する:豆芯的J孔y却のなかに μ きた

了ともた九にとっては、 i8止、しえなくな U時代注れのものiなコ丈ので

ある，'-¥;パ認識もノ、し、そこから生まれた「千、子品、ぐにおける育

大さやおやかな態)およ、 |九~別初Iifi0)都市化、 U';イし始めた jirJじ大

丙J羊j去のアメリカ社会の不安定さ a あるいはノト政支件や反映するものと

百えよぺ」μμ~l~t 'てい ι 長終的に、議本i土 F近代的子とも初の最大

の特徴l土、彼らをた人の干士会から切り離し、家挺?可に悶仁込めて v、っと

ことであろう j目という百国併を提小している c

-λ入

問

一九世紀後半から現投まで

l'vlichd Geillι山出 1凶 idi: Creveじ0¥:':1:(~，止、「アメリカ，~犬グ〉子意向の '1'

にコ ロソノ坊、らアメリカという却:')¥、陸に辿リ若く人ヤのモット は

「ノえンのあるこころ、れ頁あり (l br [)311i又 ihi苅 triJ)J"りこい弓号案だ

と紹介し、「パシをぷめでヨ-rJ"}パのあらゆる)下lか七来た人ひとが仙

台ν三、 つのZTνい人税、づなわちアメリアJ人になるこし、う}終

日:から合計められるアメリカこいう同の形成、/えび司同の半↑における人

1 :構成の流動は今Hlfおいても絶えず仁、色んでいることや鑑九れi:f決し

て「時代j[tれの下足当イヶ;上ないだろう州d

同
同一一第

込藤イ 言trl時士f→(~~:片山一-)(j貞 J

引J 点本行iJおさ (50)568 

h 秋山陸.1を際:1円次回 i度当手IJ/~監訳」アメリカ r与典丈 DT' ;l クレヴク ル研

究4・:9幻年) 7~ le.，1-1日Li比ー与RIJA1:会 Fメ1)古りゆくえJJ (岩波アソ

クンゾト ?¥[o<270;' ;-)封

9釘I 秋11山1川1. i後今I蕊玉 . D波主j列刀 e 前J拘》円3戸I注主 (ψ9(-j札仰予スリ)) y刈4一Y山~)-f買ボド問 a 前料再I山壬 l巾p附β引 5.~江1. ，

咋 f例例列河j

d点e::i-. tて吟繰~り j返豆しヲ引l 円刑7 し、{主~r，-t ;ふ{1!値があゐ J介詳し、本前長Iiも 「諸国民
から成るL記長!と Lてのアメリカ人的多様七を}5祭ずる際、じrC¥:CC'CK''"'-tク)河f
t~~ を設初の Ij;-.CJN_:') ~_; fてし;るい扶111.伶藤 e 渡辺・前釘古川一 (9Gl 9 it~ ム;

i市有J己主注 í，B6)ユ~~ 6 ，'2-，) 

LiJ:Gl :j・47-1J474fG'il 



iともの日己;そ7e:':壱主 1

下のような 7メリカでは、 J'-..~_: f二年以降、 ('H 離婚率の i許がi:i.fi

さとな h、一九一六年:こは-Ijンプランシスコでh玉川刊の結於のろちーρi

l土離婚に終わり、 U サンジェルスではlLlサに 作、シ刀ゴではじf干に

1' 1 の割合となっ亡し、fニ」の「あと'，'ごのぶうな巾 e~j(践の切だ l去を唱える

研究主もいるが、久日日ft了は“;去とラたは「LLだちかっ也、人J で

あり、苅子は flj:問」仁あるような l、ァ苛じ附互の没清で角'iばれた家主主』

C011lUanlOIl2tピ faniil¥')というしい概念 に有巨 L、l家父長印jに基

っく 1-:-1:"ゐタノプの」家族はもはや とコ山花の状況には適応、できず a ご

の新しいタイ yの京成こそ、王J'l.イモ干1会に日目したものであった刊という

~，i!訟を示 L ている、ニグ〉変化について、じoonLz も l 南北約干後初めて、

八五の保γ11寸前向がミド;レク 7スの認で 般的に受け人れら

れ、禁止じ[キという偽情綬は校三ミ8刻、限定さxしたlt:(とい与見解を示lて

いるコド;-Y~占的 7J-析から考えれば、j，t~との家父長 ;lrlJ!c異土る rさこち広{京}土、こ

の「時代からがiとに彩伐されコつあ什たことは間通いな ν、であろう d そし

て、久出(止、このような変化に4ってホヴイ 1 エスニソクの家JfY.1の

了悶係は [，・'iニれま r以[Iニミl併なものとなり、)ミi吉表反がすー

ブ /1:1;なわれるように去った一方、ぷ者たちは説。)厳しし位十ア泣からド1

出になり、広先ベコ峡凶、流行玖といっ J七大政主化ベコ河守1tιワイ'11向から大

主な影響を受ij" -C1~'動寸〆乙ようにな J たのであ〆乙 1 1(，.:.とtRt，lj :~ている戸

そのような り世紀の krl見られる新Lい手抜のイハージドつい

に 泣し当たり ，-Jし二Uf[:f~の "1ノヨで倒互の愛情てよ守れた家族ユ

の理組依;土、 九一九ノ内こf古t"た大守、がによって衝撃を9.:('十、 TLニ

n寸rfにには刻将ユキ(止イLLかったものの日lj!にが治加し、出品 f唱す;、がり‘部

庭内暴))が頻党L、:f;(人 F件の党牛キi土 六八c，年代〈ζ りも高い1M!!'!
あ J たσ[ー、 ι第一次世#J弘戦)が終わった官;{の一九回ノ，ヰには、結

餅半が非情(こl日い 布、角的存ギも.Jrτ!に月く、我イjiが河北干の';Jj(J/i:に与え

山久IH π1)認前丈t下(77)171¥ '"-17~頁

1ω ス午プ 7ー ク :.-"J達 同十l'~R • 8";1下早出Y土 (F.() i;;fì~' 勿 7雨、ここ

亡久凶のつろ「平等で相川町愛情-Ci吉ばれた:玄帯 lと仁川山内， ，う rt:タ家扶 l

1:' :11;ー悦るかどうかの予とや改めてき察する '~''t:': がある l

l: '久町・ 11リJ易諭主j~ (77) 1 i6日 J

~Lì:j、 ('::1 U '472) 473 [1必|
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たむ響をうかが弓ことがごさる οという久LUの坦fh干ド賛同Lたい J

ふ1

しかしながら、人アfl はー jLー(こ)レ 1tの家1J)d京を決 L て~'，íí(1) -(" ;上いら:

かハたら Lい 九千二変政からもたらさ t1 -f二家族 (/)J:iM思;土、今段 I ，~

家政再建へと tζ[りを~Alめていた〈要するに、 〕舗が非出事態に対応、

するために働くのを見て育った了ともたちけ土J、[，，，]白己実現〈ζ りは

家族に対する寅i工を五視するような人生liJ~ をもつようになり、家庭芯:~jJ 

が強九、早期昇の匂内にあ Jた。["J 主LJiC、if1tf迂半、女十lc)半均結

婚午齢はーパ決となり a 川()O);人cコ女性が 七ぬまでに婚約した日

給必つ fーパーに続いて、ペビ-'7'ームァ;ぉ起こった」のである一このこ

「を踏まえ、久川は ある烹II未で五ハ f~-'.f~ c/)家主主は、ーリ土{-~(，こ問先11J

され、 おの人々の九がrだ践可能であった「平等で柁片的愛悩で結lよれ

J主多押し一色めるごとにもなったが、五 0年代;、 Jl!F官、とさzしたの

は、支の|人Is);の功であり、寸二どもを中 L、どし丈ものであっfO 11叫に定べ

ている U

ところウ、 I 九六C 千11l になるとじ:ヘトナム次予は泌ピ!;1[~ し、

アメ 1] カ人の片{戸と;きりは@h 、 ;:f~m}jの!時代宇山えることになる」

その一方、「この時代が、よりったきなi"lJI、千二子を窓l'ょする蒜l しい仙笠

観?司j泌を生み出 Lたこと b事実であっと ν そして、この時代に起こっ

た「公te何千命」了吋午託行=カワン夕 方ル手ヤ l などは，目配へ

と交け併がれてい( οこと;ーもなる その中に ハじ年代初めlャ D:!主

的と ~q した、 lよ婦〆子供ふたれからなる家族lよ八つl イrftiこはむしろ少数

派lこなってしまった のこJ引間されてL、るい)

1(， 久1I1・日rIf担論主♂ (77) 176"-~77頁

11' 3 久日‘詰11掲論 )j~ (ii) 178tf， 

I (~ I拘ヨ史*;1，~γ メ '1 カの201廿配(下) e (:1 1 丸 'J'~ ぬ干|悶:2002年 JOFL

11'，有賀・前掲吉 i主¥11込/泊fL

l。山宮.fiÍf j品者;汁(1O~)何百。

!C，この指恥lの長づけ i なふかも Lれないが、池千i子は「仔どもを生む悶)

かり景品約に母(，:孝之庭をE引くすLli古婚しなし，，)1):.'引が八C;ノI--.ft(.こ :音にふえ、

子の主主はず<)ノ.:if~言 ζ 」、っこ蹴績にふる 時的母了仕市が約六七C)JJ-~任干?

で、!辻YJ!:]).ii}、ド 人が1手て子干、廷か営んでいるのである」こと本裕治し七 ま

に、ぺ 、ノ 7 ミ;) .í を Hiu'了 ~/J 1*-; 係ト ~~'~L なければ l同刊の家族宇加は; l ~ま

IG91 LiJ:Gl :j・472)472
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第三項合衆国憲法と家族の接点

木以で持~ltU し上ろと寸るのは、合*τi窓J、:こより構築 ιjした公怪力が

亭:自主と立，1~ てよる十久，凸を Jーらハているかということであるし

まず Coontzによれば、「家泌が社会の介入からド11:1 であったごとは

皮もない--，'，;更に、，[…]伝統的神戸であるプラ fベートでゴ律的家出

というのは、十九平紀の、(!)f長雨↑J動主義とー十平準じの国家統制が生

みrHしたものと vミ Jても品円ではない 1以コそして、 八七C>-fV1tから

初めにおいどば叶人のプライハシ が限る五五便去れる傾10Jにあった

h、実隠れーは，[---]いかなるタミ件の rでも信人のプラノバシ

の山首tを紀文JI杓に支持ーヲるぞいう人;土一人も v、ない川行いう矛!吉を

ふJtmtz土jH摘しごいるコなぜならば、不放に対する公十による介人

は長い『をどを持つからさある{その院と Lて、「レコー;)タ〉たちは徒

必奉公の親}1-i"-.ちに、王者の教育としつu.:ザつい仁視に lijじ責千千に権利
を ~f えてし、た. [_._;一己目玉耳、マ斗t+;r.-t:: 'jツ誠会l止ノ¥没辺、ょの

fどもがアノレブァベと知らない33台、日]の五犯に浮すよう Jffごい

るJ'1:;ということさト COO:1:.1: ~;;:IT'Z Jげている この点じついては、 [¥'101

削 i の緋先カらも伺える〈例え(，:f、ピ '._Ijタンの税寸関係につしぺ、

lvlûrga~l は ご 1 ーイングフン i、械民地の法律ではヰ与を校Hし、 :nるな

ど強い反詩的な十I↑絡を作ヮ息子干すべての子どもへの懲i"jがよ見定予れる

だけではなく、そのような ;一対 [iをRdさLている剥士¥の孟

持もよ丸判所iHIJのiJ、却に基づ〉γ、行使する，"ょと述べているのこの円高

の七;;:究を児る取~)、 じ世紀から へ世紀;こ百って、少なくとも公Itゾj

の家;{[I)'Jの手え下向係維持に対する介入は消秘的なものではなかったと抑

制することができょう そLて、公梓}Jの介人から永践がIゴmであると
口う神話が 九世紀の1-11a:~l<]TR.j~行動主義 i:~1 一世紀の国家統帝lーから HJ

践の多様に~ (: 1 ;うことになゐJ !いぺ認識も!;'どいる内池 l一千万了「家族

のぷり右し ν'4::存 J 宗谷;?~雨 I アメ lJ プJ の社会 交貌ずる o人ュヲ/丈タ 19D?1Iつ

1/;0， ISl打。

l代1 ステア〆二一・クーンツ著.c:，'，]H訳・前?君主日出1)19LFL 

l:/' ステプ γニ 白ク シツす・出村沢 ， jiH?!:喜:i~ ([)1) 1七日日付

llli ステワア) ク シ Y昔村訳・ π'1沼舎作 (~l:' 1~)3頁〕

11ム EdElundS. l¥-1m宍円11，S札付ヨ élO~t !)e:， 2， 7只
~Lì:j、 (il{)'471)4í 1701 



-λ入

問 ふ1

米 iがる l'~のであれば、それはJ]2イf 仁三っても読し L ているのであろ与か J

更に、合京トl窓11-、(/)-"で五七絞され、 --~hO年:こi\ew Y町 l、¥:'I:Tttこ|長

告された山邦最場裁判所11:1 以下、「山邦最皆殺止知やJなる役討を果

たし亡いるのだろうかο ごのf-i~1胞を検討するためには、南北校予の筒μ

新たl令汲1+1憲法へ持ら込まれえ修11 四条の規之、 きして徒に述-f:lj泉

高主えが当該規定をmい工、いくつかの判例の'1'て反到した';1、 F斗的

デー ・7 口 1:スit担、及びそれを承慨するブフイパシ グ)t~:千i~ c;)ij:~ 

が つのう三がかれとなるロ

プライパシーの桂利の法記にiずして、現在の77間三↓455ィ三を論ずる数字|

再二では [ー)デコー・プロ1:ス丹 ブプイハシーの権

利を球群しようとすれば、 正斗『己訟又+祐争利のF内可容;はJI個固人カがミ口う分7ナ¥と匹駕EわるM も十紋災

心灼なj干乙守r、H的均1活舌到lに:ザつ一コ引〉凡L、てf竹iF市十村Tに従三事ドすることができる主ユj示伝を狩ザつ一ノ"c作c )近E立

l γコ山L

由のt梓格存律j利 i了汀I記泊hL:-，ト OぱIIIピ出ピH吋d伽i仏.iUl叫凶1孔山lはi0ぱIchoi虻c冷刈e凶1，が;子宝当E夜哀1権事干利!リi概念の共↑十fヒす るほ

われである "と近、べられている。史に、ブライパン の将i:利の法到の

藷戻とでの牧例法!の淫尺やね力的に終理Lたj吋k:IIIい{山吉川は、 「人

十存性ニ r""";土、ブ寸イ庁 7 ン のぜ、JWのJ長く人:)込んだがゆえに、-!.:'''

h ブライ hノヲシ を立礎づける柿11ちとか、ブライ yゾシ の権干iそのも

のと 5~fj立がれるの古ミ斗たり WJ こなっ ζいる j ムl~ こ γヘノ、、 人十件↑サロイえの児

で:土、プラ J ブヲシ の権千 [""J 1:ょっナ人々はfてらかの足純かっ

強国に支持されぐいる仙包を伝授しと也、自己決定することが 1できる(/)

である;]';と J骨折しているじこのようなγ一説の汰れを ~l0ii'P'に汲み」げた

IL'仁OOllυ 二、「政ふや収容JJllii没7)'紅itわり(，:なる権|担をi(w)'/_ L工のは 九世

紀の初めの院であ )fこ η 民(r~士見乾少しての凶率性的合」窓辺的確立は 京挺可

でな '"ìc，永療を崩ftさせる i誌を ~l;' 、たのでめったーと川同ずる「スチフ

クーンソ著 l-rY~l村訳前掲古ィì:け1) 19~-~F{" 

ll.3阿川 j~j::7. ¥'出はで読むアメ"刀c;t h (PJlP州究所・ 2G04-+) ~17 良 3

11'1 .:ohn K N()\V~lk ~;n(] T((;nald D. RoLllTl(l日 Cο!tsii!t:llο1I(f!L(H!'， 7il& rd.. (~~.S. 

号。日4)， ztt ~11 !1 

nユジェド λ ーベ V フニルド !h' ノブイ l~i 'yンーの11'相¥散文芝府 1997年1

:-j[i--':i(i貝。

ll6ンJ ドルベン:'/ド・ jjIJ1品者"'十【115;115出c

1711 LiJ:Gl :j・470)47つ
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かとうかは不明だが、 Pr ょ lìce 、 ~\lclssachu3εlh (32: L S. ::58 [:944J) 

判決の中で、連邦最前裁は て子どもが円汀のf刊によって行動する権利

がある Jと渋べ、 了ども はイ自の Jj.~ 人と同じように十年利を半有する .. ::;えが、

筋ずある」川、こ説示たごとがある、従っと、家族の「FP 丁ともま í~;

の成立とI，'JじくJ町、fで、:Iつ人格的下体であ/，;)とするizc去が連邦最高裁

の X.，~;(((J)r:l ~こ確かにす立し口、るのじある

焦点を円び台司'-:l .:li l 震 iÍ、と不]ド~ C')子々点に;ノくってみると、↑タI~ え;工、 Ro問

v. Rcsc (481 l]. S. 619 [1987]) l'!i!c[こJ弘、亡、連邦主主高J之は 八九()わ

の先制をうI!11 .~会がら、 繰i返豆L弓-すjべごラ夫民A財市〈やJ税子関係公シの司家〈引l尼廷剖iい内人司jい

に属 9 る宇J良σの)酔J決j丸Lυiは正ム、列 iρ仏~.tよに2委Eねらオれしるべきであり、連邦山で l土ない J" ソ

と強戸，1'1しているように、 l宏、1]):、Jという IgJ様相J叱においとはj主I'tの祁 iJi

i土州の王権;、討し議議しなければなFないハまた、 Ci:r;枕崎;、、

i討する決;土、連万よりもます、存升iが先 i片して十~i定できる絵版であると

られてきた l'iとめに、絞ー|守なアメリ刀家扶法というものが古和

しないこと l羽も念FJiに[どかなIjればならなLλっそ才しにも;対わらf、1%ミ~.~ j 

の宗域Jニおいて、述邦最高裁がfJj;[f • 211*キ通しに-~i~権力の料響力千発
祥しときたことは事実でtちるじ

)j、，)!，了間イるこして i工、飢え_f工、社会保泣制)誌の発Jくに件い、安J;己

改;円涯をれする家肢に対する扶助を打ち切る ]¥.hn-i;l柏、日間町、という

訪:1皮仁討して、 KifJば ν 出口Lh(392 t . S. 3U9 [19ω])1可決で、出邦最高

"j( iJ ，¥ 1ιbama HIの<)hJ、は連邦伐とほ触する方法で I親parcnllを定設

するため、被よ訴人的知付受給怖をfrrにすることは:キーJ']:iJ、に;五反L、1JJi。jであると 「のよ〉 lこ のt'lt1tjffも↑井主て考えな;十1:.(:

J1，' S只rahニF;."rr:宍e:.只nd[)ouglas E. Aつム乳児S，じたれdrcn111μj thc L1W h 辻、nt
gIlcll. ?川 ed.. マ丁 目、.20υつ，けI17 lB 
113 ~2， rry [). 1< r:，1.IS<:' aηd 1)乙日i CI [). rvl t工" 壬αmi!vj.aw fη α Yutshell， .;:1. ♂d 

{ L.S.i¥..日80:;)， aL .) 

"り I，¥(本正光 アメ 1ノ刀家tki.1、入門(第一i円nJ l戸j，A'叫干11 48せij"JI (E:1 加;~*;

山根 1 G.:;"t 

1:;lJ版本・日IIf担論Jじふ(1.1.9)15頁、

， '鈴木R久河 出::f '，f~ ;.こ ~E~互にメイすゐ抜妄義 :{~j の払 j、 アメ IJカにま1ける

~lall-in -Lllじ日山況の制度につ v、て .1l..;J11'比号制 兆五法(/)例目 1I烹J正ったt子14

~Lì:j、 ('::1U '469) 4G9 1721 
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問 ふ1

ならない J その意味lおいて、述邦最高裁lよコて提示された州やJ主邦

政討の代表オる公+tf;が潤々人の*Ufo~ との問:こ存在する丘、的体位:上複雑

になっ1いるかぶうなJJiAたのr:1で、 7どもと関わる渋々な家族[ドJ雫官

において、~たして「了)もの戸己rノL7三」を[命乙ふ余地主、介在宇ゐのか

また場令トよって答えが五であるならば、そう Lた l 口己決:'CJは如何

なる保不';"Cめるのかととの閉ざを連邦最高誌の動11→Jに照ら LC1主討しと

しλ主だい J

第二節性的結合行為と子ども

本志向では、 fどもによる結締や司応に闘する性lJSfT-l')!二対するアケヒ

ス、離婚;、釈しての宇ともの継続的涼龍平打立の待町jの河窓、及びλ人

十 f~'f~ における るうイフスタイルとチどもの弘子係性をどう考えるべき

なのかなどの内迎について、 i川j凶の政判所が-VI:づくLた見解をもと

を行なってみる。

第一項論点の概要

戦後におげる阿国的家族につν、て、 lpj利一世帯主・女利一世帯主の家族

と、苦ミ波喝{尽のないTI刀、らなるIU慌が岸IJlfJJ当刀じ?〆fニi与というtR摘があ

る。その中で、シングルマザーとなる反性は仁1分子)，意思lF;又Lて

では主く、あるいは離婚や先月j-":-Iよ主主〈、 fシンゲルとしての}生き方

をじらの?で渓択しだ人たちは、 、、ナ か知人の1fill了を使って人

するか、望号了を泊はるか、ある， 'は肉伏にが振宇るごとによって、区議

になる 三t そゐであるこすると、了どもは年広告の治主11に伴い知的能)J

が高まるにつれ、日分を貴子7するF手足比グ〉未婚の卓J、だけごはなく、他方

。川、餅キtl栃乃父湖、或いは亭:止の斗みの調達"二日記する事実にも!白山し

なければならない事となろう、また、法定年約に乏した芳女がン/ゲル

張会 108C年)40:-)2. 4:-;8安υ

l2~ ジョージ マズニッラ メア 1)( ， J .ベインづ十「アメリカジ〉家紋 lD6D 
1デ9(t 多賀fHT瓦・ 1986午)i17頁い岡;日.n;;司書作(日1L7頁い
i二、 l詰!W.古Ij掲古辻'，30)i4S貝n

1731 LiJ:Gl :j・4(8)4GS
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ゃあるか存かもvとして不安なものやはないため、f尻、役京jの送択lよコ

て >-1び格i，(rL1を結ぶ:;;;;:.1じ(がなされるF57、家庭の経済自U事情も含めて、生活

全段の転1l与を;rrえることにML、了ともの号、円、は如何にiiL岩づけりれる
かのそして 三に?ともといコても、 1*的行為へのi'};~自邸主I克 ú のよう

な情報が氾j監Lて心不i会においナはJたして到しLいことではなとも与

えられる l技、この問題について如何に与→えるべきであろうか 1 こ才しらの

了どもが ィキとなる に í~ ずる性 (101'丁九ゃ結保(/)選沢との関わりあU

lこJ3い亡、憲法予の珂1'[1ぜなる見解を示すことがときるかなどf ついては、

それ?れお項 C1'(11討する、

位Ti、経婚をめぐる I破綻王弐J 引等人、及 きのM易化なFジ〉

事 i出にょうて、 011;，[においては 併問に対する概念的土け時 が起こって

いる..:)，--'ν ， :~，その武山の っと 1'ぺ河反)では、ト〕 Ofにの

人に 人は荒の離結を経験しているコ:'J。離婚カ7')レのて分の

(J:寸Lともがいて、年間で つり万 ()万人の千どもが税i})~rj 占

している 勺こいう限;3がある c，1II:って、子どもは司じく家肢の 員

として、祉の離始(直百し、それ1品の内分の意思や主I'''Jじ表明しうるか、

ま六法的にはそれを如何にウ首〕、立nt可に対応をじ当るのかなどの問題に
つし aて、お ゴγご十主討をみることにする ν

最後に再したいのは、 l家U支持派のないすT刀lらなる IU.-，-m として、

斤 1-て世るH性愛者カップルの[lt作である :"llc['""も7士?〈から「i科部j

lよ男性乙女性の結合シしとしか認哉されていない y しかし、 九七c千
ft以後、 1'1革命 j か担二リ、女刊のパ十二ー[沿・符済的れかの声j が河ら

れる 万、向井愛者による社会への発三も栴i:;な桜度まで受付入れられ

ること ζ なった J そしナ、 :JtC'年代に人ると、{ 、了どもを持つ:[iJ

作妥手) ウッゾルが 旬、;こ増え始めた r‘)'，おilが口I[全身?おである子

1::'1 抜本lf-YC:の説明によると、 同[+:)の[ 伝析の研冗によれば、

乱立綻主義の立法がまるか rうかムザ桔歪がj'I~I1J1lずゐかどうかは、平;-;七一円の:Yi

る統計上ク)凶*尖!がは存Jしないとされている、 こ7っ、も、

完全なるもぴj と :;J~í;2的導入主れるのがあ-，て、離婚についマ 日本のほうがよ

:.'1続£か」な叶V}も作了「寸ることチ汁えるかもしれない 坂本;c)L アメリカ
家族立、入門(第九出)J ~ I主九時以 ì~ (j .52ídl \， [;-;t;:力l~%.~!+ji収， 2001苧il--;)頁~

i二五 l詰!W，古u掲古辻'，30) '¥68貝n

:Li:j、('::1U '467) 4G7 1741 
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問 ふ1

どもは、 WC)ひJJかん r. 'C)OJj人』勺Jなるであろうとのjij:測も報
じられて可、る。と Lころが、現イムのIO}[flでは同性愛者の結絡を認める州~，;: 

まだ少な~，，\1工C" iJJ:'， jlO，主が未だにι古から守 λ らすL';.:.いなし， :~;]十t安子去の

カリ 7)レの[止帝でtt.i苛しているアともの権利保護l持|↑日ず現されるの
司、
"、 そこトは憲法的問題があるのかなとの問題を検討したい J

第二壊性交‘結婚

ぽかl二、性交と結婚は つの;'，~なる/( -;ンニにだと考えられ Jっすνが、

本項 Ij においては、ド::1牲が法作婦を選択する r;Îj提と ~Tt主交取を進める

場合をだT泣する。見;こ、子行もが主{本ぞなる山律婚や件 ~~j)þ に閃 L て i ，主

如何なる;コ法的iHj鵠が司有じられうるのか、等0"):刊誌を検討する c

第一回 I性交」に関する連邦最高裁の見解

I"J凶におし 1ては、 ljヒ摘をもたらさない性的結ノT行為を P ド、ー

(snc!orr.刊新と Jて処罰守る制定1去が什ーとしたつにソドミ 千7為に対

する77疋的な慨72はイギリスからの桜響宇，，-;けたものこえれるが、その

と也結寸る 'I"J位向の性的意古含の円LLrJ の1，引下|の定、手:の発

反に伴い、それはブライノくシーの権利に属するかす「かの問恕が提起され

て夫たc 連邦;北l対段(土日owc円 v.Harrlwirk (，1781: ， S. 186 [1986J ，'J判決

;免いて初めての判断乎 fJ~Lた1::::)が、それlムll}If、異性|叶のソドミー罪の

lZG 科目・前十団吾川十 (.30} :03t(。

1 ~;立的3年:こ孔I山川じhU~l'~l九州の川段裁判 r;rr は |μ]注力:; ~/ルの稿料を認める

汁yたを山 Lえ;一!円tlず吋や受けて、 2Ul)4年に卜j州プ〉、HI山伊おいて初的て :1-';件カァ

プルの結婚を〆川、f[::L t.刊:Jな，，てし汁 佐藤恭子「ゲ fの綜絵/同性精」矢

口?法人・宇i区宇、主 規~{t'，1'メリカグコキ '} ド巾公新青・:_:()(附年)ょ(j(j頁1

I;iヰ"'. H"づ司書正州、J) 137"-13SJ言。

1 ，\;竹中政「件 ~I1的手干の日 111 ¥ー) 芯iLしの片己決定枠内日水主判研究，岸

川、 i~!~~子ものJ.27 ~(ì.~_~ (1993.{:'::1 11'1;:{ 

1::<>本i午ti被告が成人間{同生 におけゐ合意あゐソ!，"，~， fT{与を五lflJlJγω当

時の GεorgJa州法のュ主主主引を JLえた事案であるじ会お、後にも紹介するが、

Lawrcω、ャ Tcxns;j39 U.S. !:;G8 :~003:j).J:九九によず火、不 PIìむつ奇北を宍〉

七という分析がある{竹中S'.:持論丈l.t心部)::E1'Fi 青山出 ~OWL'rs 判決内

17~1 LiJ:Gl :j・4oG)4G6



iともの日己;そ7e:':壱主 1

/干憲性~，- ~x，J ~_/、;りほ最高裁は仇 Jlll;ほhlv. Slone (4-14 U. S. 21 [:973J) 

L R山t~ ¥'. Lυ仁川は23U. S. .18 LJ975J)判ι主においt、いずれも IC -_. J 

1.工法ゆえにい~ '. ・プu-lス-;T:工"f[1，こt之);(L!!l吋でである

との l援に対 L、 屯〕 し:り)そけ 7たL三こJ"ム3花Cσの7γ♂でとあつた A また、 ?可ヲ ~W V. Cο川!ηl一

1η1:0 

1刊1につい亡、連邦最高!;，i土、ノドミ一行為を主l'止する九 I1誌ITlIJ州FIJiJ、が

策法上のワラノイパシ の作利子:d<f見のじi自にはjホ反しないという述判決t，

誌の判決も yd誌なく政認[たよおiのであるハ

確かに、 c了出鴨川d¥'. Co山 ll:ctlC川 (3811 S. 479 [:965])判決におい
て、連邦訪尚ju土j、婦何事名をJすっているた人シジ〉村主における避が呉の

!吏;IJの白白について、今取引i122ィ去の修11 条、第二条、第 li_~:条、捨五条

及び第h奇たのはよ苧から以りすっ「プライパ J 一布 川~)nc of 

ににって jof.浩される I:V、との IJi九をト L.，t-こと i.ょっ亡、大人のtl1jt:~ お

いて性父渉をするド干の巡古1の日臼が、ブライノfシ の権利に蕊づき、

められ七とも鮮されるつしかしながら、 eiJ;t?l~ 1./ /:. B(河げお判決の Joh:1

l円1111SI 料開只設中戸内の反ノkJ 主:見でも;，I~べられたよ弓(~: I、…J (~risvv();d 

判決l土、夫婦の寝室三〉しう神望な三院での、ノ Vミ を川はささ止Lえなし

こと lを論じているL-¥'すのであり、ソド ζ 行為を合む 舵lη伯父品、の白

山はあくまとも よよれの絞軍 l ごし寺保|布告れないこ解ち才し7Jfるc その

ため、生:t1;J見高裁は異性|刊の性父誌が「白人，7)アライパンーの権利γ属す

るか河ノトシいう点においては宋だに叫確な半j円[を7していなしお〆百える

かもしれないη

第二百 Michael M. v. Sonoma Gounly Superior Courl (450 U.S 

464 [1981])判決

!~:.tt -----20日3':判決検討の前提作業1:LてJ '十十 '?~ljJf~;;:、果 的訓号 1'手稲LU7C子

ノ\学院社会科十イl~完持・ 2みては年ヲi頁

1;~1-) 竹 '1'烈「性的枯れの自由 育法上0)白日{私立ト車内汁恥ょこ吹研究-;-， I ff:: 

ノ¥{ム学 Vo1.27 トイo.4~~ (1994主)7:-lf'1 

1'0' 竹中.I川j{j論文;.:.(l:-)C) 7:n:;. 

1山:1，，;半ì~と勺4沢ミ . 打前I

12ロ己竹中・古u掲論λ，-.己 (1:3C;88R'" 

~Lì:j、 ('::1U '465) 4C; 1701 



-λ入

問 ふ1

了ども lよる性父主j、への7 クセスは、同国の憲法学からh!.tl，;王議論す

る桂の内出ではないこj-Lわれる〈 しかし、 日Oive吋判決古川、される長、し

の討の~，1idム日l 川市ふlpel山 Court ()I Sハ山!Inaι川 1山 (4日il. .S. 464 

[対1])事内ドおし、て、 \~;-illíam.T. BrCrll1Cln， Jl抗的、よる反対さ凡は

了ども己 牛弛れお の|刊における同連性について興味深い見解をノトL
ナ、
('-" 

この事案のポ4丈子連安1)長ロ:J1えが担IjfJ~ Lだ内/子を簡単にギnff-ずる v 県ず

るに、不1'1の被告ト人)は、当時 七コ抗の骨で同じ

く一八歳ノド満の広性;二汁L性交ゆを強制Lたため、「一八なJ、満の久山主

「芥父した7j烹(とだ L、えを除く〕を女悦のrcJ烹の有純子にかかわ U

処罰すゐ J という仁aliforn:a川'10.，州法によって臼訴された， 3~ そこで、

連邦最高裁は La!~人の提起 Lだ当該 CaliょO j" ~l:a川i去の規定{男性しか処

告説jしないニ

)以止一すJることからi退主司需干ごあるヒする上戸卦:ヰ十人の三d張長をJ丸込!ぶi;け十、 当該ナ司法;.1，lt+.I，春

期の少久ュ主が妊娠「るごとiI:tを糸11二守るわけではなゾ、ので、法律の栄

I!-~;;:!L';:'r~(，二はならな， 'と解され、男女の身体的構主から考去るこ、同じ

く 人民三河とはいえ、男性しか6iJするこ rについては、容認掌いわ(r
で以ない、と判じ/三日

しかし、 Rrcr;nan主主判告は仁¥'，1'Sぃ Rorct'. (-129仁 S.190 [197己J)判決

された~8 ~IiJ レベル」の径三笠基準を ;11 し、亡、木i牛の Cal[furnia 付 i の

刊にrrJ.かれん性的区別に慕づく刊宗を課する規定;こっき、:1"11よ子ども

の好4反11"1となる恒1'10について、 l 分なF手出を ~þ， fÿ1 しなければならなし h

主任を負う と論じた山。更に、例え川悼の t捺 f当日ツr什li去にJうで訂

坂を 7~ >'í~'、引き起こす男性的性fド~l/i~守J を市1;pJIするここができ、主長なJi

Cf) U f:刊のだ;J¥をもfE1生するこシ :;0{lEしいとしても、 Cali;'-Ol山 a州には

やはり十ti日|て万Ijに長っき制定される法倖の執行には十t1i'，I[.守に長っくウ
伐の執行ぶりも、芋どものiJ-千振を減少させる料果を .，'jふiする主主任を負わ

されるべき丈とiiき、その責千千を満たすために、小'Il!誌は久住ごはなく、

1 --150 U.S. ..16，: I. :981) at '166 

、Jd，乙L~I'':' -47:-3 

。J<1只:，4-2-ぷ

1771 LiJ:Gl :j・4o--t.i404 



iともの日己;そ7e:':壱主 1

う3主主のみキ処罰ずる、iE主士の宇土i-i¥， よ:)、 女h生れ了とど、ものf性土父iJt、への

ナ捷苦 5紋虫を右究効U[にこ J;う守有しいA 丈ごとし 4 うここを 1説~:〆去ち L な iJけjれlυ』しばむどTならなしい、\、 ともゴゴJ淘-すJ 

る1訂ヘc i依た?背号0の)J信民J商を説ん、す る陪際丈、 日肋牛児e印ユm立凶aユdよ裁:攻え斗'1パ"ば土 t悶抑司却Piむ::5 J ~ιこおい

以トのJう乙なもJ注羊円すべさよ見L詩簿写を必ベる J

すなわち、 :31印 ll:1Jl裁判百:土、今(ぃlの'}I索では、州の公権jJが恋意

的に私的領域へと侵入したロj訪れを染防i'，ることがごさない、〆いう立

場を時〕イ~-:にしながら、もし川が昔 j文](10 に女性の了どもに L 、 I ， IJ 寸 I'i-'J処

-~IJ を用切、て同人の好坂?を引き fifJうこし 両者のな5による怜交ィlp

の五千に介入することを企ん℃いるのポあまLi~;."、それは El 村、九日tac 工、

seiinl (40:) F S. Li38 ~ 19/::])判決によハて示されたフ。ブイパノーの絵手IJ

〈の民主に当たるこ説c，ている。そして、そのJうなブラ Jノミン の花

市lを?干る王イ宇iiネ婚の有罪を ;-111わず、すべての私人だとされるべき

であり、 子ども (rvli川 rs) も宇佐;ごi討する決三;ごコいてブライヴァ

シ の格干lを有L一心、る 1:-，，，と;ちつしたのである日jコ

第三国 「結婚」に関する連邦最高裁の見解

「結婚」への連邦長品裁の科鮮は f~e V 11υ! d日γ リ日 (98L.S ， J '1 ~î

[S'isl)判以及び、 Ma\-~1arJ 、Hill(1::5 l'， S， 1引) :18o8l)判決かん況

入ことがご主ょう戸すなわち、結婚という行為を;i;HLて当事者には 定

の社会的責務か?を4.:'"、 iti'つ到 1可なる制度よりも人;iljf+会の之ラ rレヤ丈

lS;- JI1. ，，: 1!89--/181 

l:ó~ Jd川 ι101 米沢・前阻害仔 (40)::1つ頁しなお、民平JjJ.1)Jはりjtととも性交プレ
に院わ勺ているのl、パ力だけを}I!-;Ijk，J宗とする4ことは訂されるのがF止右c1、イ

よ{多く w山、いという許制11がI1ー当に戒す寸るとさだけ j だと説小子る「u1判伐の
Jo11;' P引1 い、 txv(~n:; ~え宇Ij'による以芯I ，\l見に H荷すると百つ J 見 n主フJ、r=~:i)

にこλ:;f) る~ ¥ I :オ与Tオィベ十 1 D8Ed;'-) 56.T. 

L5'! 1かし、日γ守口Ilall1:主半11'Llはそのような了 νもも宇有『べきであるプライハ

ン の梓H:二基づく:見ヴ(二立ら、 Cali:nrnia州法に反対するわにではとく、む
L..?)、性的1.<)l1Jにたづくンムの成す/1;，び執行lz如何に川の三五専な利誌に烹11して

いゐか、また両省 (J)IgJ に如何なる実質的な喝 j!~Y: があるのかといつことが

Cdi[nclI日付iかιjrJも詑示さ才してはいなν、ところ(着口する故、反対(手回っf

グ〉である、

~Lì:j、 ('::1 U '462) 4G3 17[，1 
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問 ふ1

明と;¥1わる故、政府(立件府)I ~よる規制jが記、勾λだとは伐されている 1<)

また、孔i円F目、0，~ehrask(川26~ 11.ぅ 390ll9Z3J)判決におい r :...結

婚し荻原を設げ了どもを育てる』白出が修正 西条の 7ユ ・プυゼス

条去の{医長生する '[';:110: に含まれる」と!'られふ守、迫~:'G最高はは「結

停J と令汲1+1憲法の関1主主主lしばしば言及ヲノ?，)1-'-' 

その1:1、 [，ov i 11誌v.Vir引 n，日 (:iRS[， S， 1.)午、m 事刊に|古川~ t::::IllιE 

~1'~lj?A::(土、 吋，~異 fょ ζ》人段下#グ〉阿存在ドJ を栄トした VirL~.;lÌ 3 川 11 を修， 1

p~[条ので写 i社説条瓦及び --;-'..::r.---- プ口セス条尽に佼i1，rf!， して i主憲としなが

ら、 ~*ð !fi戸ご釘しご 1') 解釈をし、 f廷 l?と主主界においても大 3 な波紋を Jt、

げる児S与を提不 LI:.~ すなわち、 :' J 耐え止の戸羽 l土久 I~ <斗南な人肢

が秩:"ある 'Y:(fl'I:I.5.求に欠かすことのできない重県な狂人的花市Jの つで

あると認めりれてきたハ結婚~，i ~人慌の基 ~'rJC の つであり、わわわ

れの存u:':牛存の長悦となるものであるつわ刀、吾、決のもとでは、仙の人

桟の人とk婚するか、給総Lな、、かという目白は悩人にをねられたこと

であり、川によ.，-)て慢性ーされてはな Lない"収と こ(T)J:うな;~(Jvinだ

l mJjt沢・前掲香jj¥40)ょ;;8頁u

l 未;'!'!前掲点「十(4-()ノ 1犯良 なお、 l¥InJ;::，l) CI)挙くの川におい1は、州

知の成ウ要件以、総奴のぷ官、を tt ーかつ、婚桐ド草:-.!;事出に訟~ L ~~l 、当事者

が、 lり ;--:tきの斗民かヮ在住制仕It~ 可状 \r~dr;-iagゼ l;c刊さぜ)の玲給をそけ t:待、州、i が

字、朽の権限をItと壬νf二12"多<(;;t 当対話または~~~昔話でめる f の剖円':1"二七挙式

た ご、ゾ、寺中岐を言lJ萩した婚姻許可状やl引管グ)当ルJに提出寸るごとであ

る」、と紹介されてし、る、鈴木伸匂 アメリカイ寸1オにおける]r，1刊紙fめぐる

泣午の動向c 家族くf十二~\'::u日 、¥[1)21 i2ω5午) 173頁)坂本~光; アメ

7プJ京民法人門(第 日)J ~μ籍川一報 .No.49(t tH :r:\加除 I~Jj版‘ 1 (J98 干，11

h: 
lμ守 制 I!.S. j ¥ 1附附Jみ姉州lβ的ヲ吟Yυ川i叫tj臼2.1蕊ま声有¥'8可此l山l 日郎目 r -，"γ 
る 手忍之:校計吃灯主訂-~ #灼見 卜l川よι、Jベ峠十lほλf平ラ子ヂ三乙ご 主みう 1刊G'引/内'7-日号Jf一~ ( 潟1川11-')11 G;兵王 米沢 口凶川t訂叫lリJJ抱巷吉寄+-，← {什f州O刷j 
]:'9頁ハ

1，3 ij'i一戸 Lこよれば、 lこの判決は、誰;1;志社と結婚す、之さかについて、浅はむき

之iか主り l均ヲベ主じは主ごいというアメリカ社会の合意に惹yj、的、江本訟をワえ

なとみられるのであるJ. n会と;・前十品論yj土 ':142;: Hi悶ゃなお、 Pose、lJll
11eU: (3(;7 l-， S. '197 [19til])半IJik ~ ~おけゐ Jりh Il }，L::r;-.;lvE Earbn裁判官 (J)反対

阿見の巾三、 101引の以史の巾にイラ/ノら の価位をR.LUし、特に叫人の結路

1:91 LiJ:Gl :j・4(2)4G2



iともの日己;そ7e:':壱主 1

判決がι じさせた波紋t ょうて、「年約、身休、私村1次怒、説等、待給

期間などの婚婦を制限する事1:1の綬拠があらナザ〉て問"占なおされ」、

的規制。〕有り僚も ;i3響を~，(-;/三 c jIl. L、出邦長高裁は Lo円山斗?たの立

J品を W-y~:問の J、 妻和j婚期E の外のものに拡大しむ金弔するつもN
がないという指摘もある 1-'-4

第四回 「結婚」に対する年齢制限

結婚の法的b制制dJ浪の;三三当件lに-

れ l' 刈j勾~ ':-体本的.干粍奇 f神i中ド t的J古J成z剥4幻l日(じ~')長;正4づく給ι料母古が、三望2ましいと子斉亨村オわ〉れ、 l什μ のコモ

ン・ローでは切性は-r::;段、女院は 一夜}ヤ きる y されて

v.た現在においては、結祈をZ.'!;し得る ij自白についてすd 、ての州で易

交同 に設定されごいるが、年長の干ともが|山!J，+J:またはまh判所の同玄を

得亡結婚しうる年前告にi到し、いくコかの州で交主(/))jiJ'-低く設定されし

いるらし、、1(O

そのような男友の ;l-'， ~it:líIJ 注目に区別が設けられる つの開山は l家計を

支去るのは男主主ごあり、男性は青年時代に学長わ議諸問j防の準{出JP専念

せねばならな¥，-"J と可、う占くからの考えか念点に匠かれているからナと

も， ，われるじところが、このような考えによJ して述邦最高裁μS~a~ì~on

V. S引tね江目an叶lt灼()'1(S沿ta訂f叶O川l日1r仁刊)(1位2l日l'.S. 7 [1975]) 判j決ι~ ~ SUI!lt.on ，-/， S::ila:.o;-I 

(SumlO:i 1I) (429 L. S. ;)01 [:l977]j:;:IJ決ト>;]:3 ~.-，て平等1討を条項;注反す

るとした丈め、この13えは市H雪山JiこJF定 5れたのであるそjしにもか

か不ノらず、 lこ付するうミ歯寸矧i限;まやlニり とさ1して主コ !i、l結

婚J を遺択しようこするごとには‘感情的な成熟だけずはなく絞情的μ

出 :/.-i る (ì~)jもfFえていなければならないという在日を守、げる

司係への法択の内11，は核心i守な勺;'，;1;と三三れ、 ブフ Jパシ (/)桧抑:と 1/-C-j;長

防 3れるべき J三と五られたのである 367 L. S. 497 IJ:時1)al 322 -F，53. Ju日lE

0[(何日k日](1Rリ u[(ln. R()llln(i~l 庁nþm llfll(-li，j凡I~)2い
1-'，1 議p.'・前掲論xj主(J!t?)1171雪
1-"-， Hal ハD，K~~山、れCρnd Da、、lヨMcycr.sU!J1'(1 !l0L:: 118，じll.38

1_'-'; 米沢・前拘吉Ü~ (4IJ:' よ6;)員 u

I-j;米U'{• IjりJ品吉住【;JO) i日;到。

1 -~:， YJョIT:'-'D. K;-出 JSピμndD，'l¥!;d ;-} fv[肝行r，sutra llote 11良川市ミ

~Lì:j、 ('::1U '461) 4G 1801 
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問 ふ1

il'ょノ句、 子どもの治拾に対する詩ー者の同志夜itが訓告わる氏、変代もイふ

紛の1旨刀「 l-伴い、より成主王年除l-J迂っく了どもどは、'i 必要性も村IX;的

:こ減少してしく 1土す丈 114Lわれるが、川レベ)iノ0'y，、続審の羽合にf上、同j

λ~;;' Ne，y York 川の .:.10 t'可 D川~üas (660 F. 2G 67 [己 ld仁i1'.i982.] ') etIJ;:j，、

のような 判断結力lこ欠ける者の問でのポ安定な姶枢苓巧I1するごと μ

より了の耐析をi自j1iする室長なう刊の干IJ羊 I，L'がもやするという王'I!!Wi土、

宝寺易く行去されない しかし、このァ マについとは 1支々述う方向から

その合意惜の が問われている fqλ ~ ev 与 da 川の長 ，'~JJ況は

Kirk;"J:ltdcL v. Eic;hlh ludicial D:sl. CL (似;:.3d 1056 [Ncv.20出li判決

lココ¥'て、理ぬL..iごがJ殺を持つ一五iょのk性が出入L誌の男。主と結対しに

うトする除、州 i-!、!N丘Sいたりわj~~， 1に基づき主I!tをEである j手紙のわLE:

を得るとけで結婚の長件を i繭たしたことは日分の子どもに対する謀本的

権利の求IJ奪だと言う父認の午j長を辺げた、氏、斗iノとlよると、離婚した後、

父窺がw:え寸二どものA守仁つい亡母窺rーお(::そのZT務を共有 L亡いる
事rたが確認されたとしても、その fとものぶ婚に関する父説の川百を不

安と守ることはよ主:告ではない ;nし、局長1'IJ日lは当己実j法のfil午現が母親、
;乙説及()"了ともそれぞれ早有すゐはずの求括的な利益キ/干在的に調轄す

る事主総をJrrlt'十r-，iる恐れが存する、 lしう危{九もイJ(.J刀lえ、しる i，;，この
んに問Lて、本判;止の)ぇ対日74;よ;n縁関係から生ずる子どもに土、jする父

誌の権主主は 下汲の女児が結婚;九…j戸る蜘I望から司支れる持益ぶリ 1)'w; 
相tされるべきだと論二ナいる

1十匂 Jd. ι: 38--39 

1 ~')棚村甘え;， :，lJUt-y.}リカ吾、法法 J1:1 Jl: fiiほか編『請附・ l売'~~']( iA ì'~と 第1

希「 L i i本日小口針1・1091";'"1'-) :i16.n-，:， H3P") D. Kl乱!SCJ.ムdD品川 0.11c，l.'c1"， Sゆ

ra l10re 118， :u 39 

"ι (j4 P.:)d 1()S6 (20G:i) al 1()59 
1日なお、連邦裁+'J所ctn川 ~g;-;ハ n v， Ivfin 日制~({ (1197 U.S. /1 I [199GJ)判決をす[

卓 L、川聞がこのようなま絞有利滅的均衡が央λ 場台、 r~，(/j権利を;:;Ij以 ι 、よ

り湾切な鮮決をl刈る存阪をtJ寸るとすつしたの守あるご H2rnD. Iu川氏8.nd

I)，lvid D. ivl円げ $1巾叫 T'ULt'11民al:-;9. C4 P.::k; 11)に(j .:200:':;) ，eL lO(i2 
l!i (I'! P..3d 1 056 (30~)3) :::lt 1侃6
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iともの日己;そ7e:':壱主 1

第三項離婚

nトの4うl、;f埼玉宅前裁は如何去るfct人も「結婚J !いう選択をす
る起と臼を手有することを認め1いるが、その凶出;正恨めt阪甘さ1しる-;T:

1'1の、でのみ認められるごとも時l刊である〈了どもがfy!Jえフライパン

の権刊の享11i:J.[づいナ「結締 を選択しぶうとLても、年齢の制以i

1)0えぐ税、 tJ)(いは裁判j月一の ιJ.B安打が設けられといることのa、的な<j'--HT
fパこmcj Lてみ心こ、 了ともにも I結婚 l寸rふもと五十」を認めるか行かと U

うf手前は、 f百五にじわれる必要があろう。ぷコて、宇どもは現に法律婚

の一主体とは去りヴ円:..，)::;J~三を考えれば、「離崎」という行為，-ついても

子しもがき当事告でな ο 、王苓I>;~:，こ物事を;主ぶこ台にはなり刊ない f ldkノ

れるこぞれ段、性的関係を桝紙しないことを決め、法律姑を解消L、I離

婚J ト:陪み切るとドう人人のj立択Ir，1にようて、同じく家放の 員である

寸二どもに如何なる影響が寺え hれるのか、或いは寸ニどもの意till土そのに

うなノ、人の選択の :-;-1 ご如何に!メJ暁されつるかとァーハた問題へと :)t~、を申ム

殺し、考察してみといっ

自 子どもの監護権者の決定

九六o守代から八o{;;-1~ にかけて、同国で l ジ散!E_~ :___ l離婚a、の政拡

が行われ、特に離婚原丙法の分野に被絹:ì 義・主壬寅;義 (no-f(~t;l t sy~、

が導入さ ~t lrヘ二日~-r:Eでは、 I.~州;、わたり g火災c義離対法が成 -，'r:'

しとし:る[.).，このような別N守的転換に伴い、女.:l'干の日立が 恒IItJ上され

I ~-，+坂ノド J 土、 I セソクスと &'1奇は、少なくもíjFill 却のが、廷では ，司イj:-，'

あるから、性的関係会併続しながら，;ë:~\\寸るということは、 (]ri!l:!:D では認め

~~) {'L -C \，な v 、J し辺べていふけ本稿もこの坂本tzi 依拠し、 ~fr始 k いへ1' j'()

を;乏状 Fる人八円刀ツ Yルは情iLーの '1 交渉をも解消 Fると仮定中るοιV;H~ ・前

防止Mi丈iJ¥)24) ;-)向 J

lr;.)側村・前作j論.'::'i_ふi)日) l~);i-.' L'ifヲ貝

1，-，;畑村， f引iJj品論文;':::iJ5Ci 1St京

1 ，，~この訂「んな詐必!)f:凶法(f'，_，札貌についと鈴本fr~ 也は、「科州の刃Î- ~_ぃ静香iJ: (J京

凶)制度は["，J 司'i(，!)支史をfIいつつも{売新的な(:責mjt姶町、日正l二吋りかり能
主削鯖吋、;人iをiづけ加えるナ4をとるけ{と、純粋な1::1/古針路仏、閃のみ'd:'認めるJ刊と

によさ、ぅ7けられ、而23が多数そ占めている 判玄磁必原悩こし亡[ムョ回復

~Lì:j、 ('::1 U '4:)9) 4.)9 1821 
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問 ふ1

るとの強極的な詳111ftある1汁! 心、離結件数の激増ヰ示すr~;L;.l υ も出てい

る。

このぷうな大人の離婚の守、t~ に y.~ き込ま 1した了ともの数l二 九八i上金

の時点においてPlに バhノJ CiOC 人にものほうだかへとwじられ
ナいる)ユの中、再~，"与に際 L 、了どもの帰属、すなわち了どもの監議問

題は、子ども白~に炉っとはJ. 1') 豆大で、立つムー;'_'，~ [， ，: ~tJちた問えきだと己

λょうごこのような状況を荊浪に巾lた:}、 九世紀になる Ijif C') i IIJ凶のコ

平ン‘口』では ~，'，護権者として小 1童当であることが社引きれな ν限 H

母裁が保護程者，，-なると νミ行母:剥浸えの原則 tcndcr¥，('川 doctrir:じが侍

立し、約大なスコ習ソJを下干した jllι 庁己われる ο 台ころが、 r-~><.J ;!~C?)':t 

~11 ，7)みにもとついて侵般的H1;，を付与 Fることは、 l主法的ヰド寺保護条草t

lこも;ペナるし、宇の養育に千二極的な父親の千fイ!存住促Fることにもなる」

ので、.f}!{.L1訂正-mどの升iで+jlj:主決ヤ'nlWli!.::.，~って母規後先の!!i ~IJ を廃棄

しょっとする討き;'>/がある}

その}中iいtで、 Fどもに士だイ宇る?扶士手義さ索手務zの日所iJ拘fを決定「る i出問品向jE底阜をf扱泣つた工企E 
要な苦栽左判伊例U手宇ト、 いく vつつか挙げることが Fで合主心 「例刈支 iば工、 G一〉刊Y

{は10仰市 l:，S.:i冶3i川〕江11臼97η1む:日)半刊河'Jji決夫:にごおいて、 連邦裁手Ij~:;'は必 l人jチ Y 給タト十 1(" が

1，~1!1\，土婚制的般?~t.~ r，:tf:栴グJ不-)!(~!下一日間関の iJ liIi-:::}，:等がある なお ~1;jU t~-~-;' 

に〉いては、単なる事実|のIiL4fではなし、裁判所の命令あるいは畜而による

台車、(こ芯っく 11J居 t~-(，了しかその期間に算入しなし "1+11 がある2紹介 Tる 鈴ィベ

淀也 lγ メ"カのぞJ読まJ黒木知弘俗世淳の弐作法JJUlf，えす:主・ i091-iF)296 

--297同

l川小岸警告、似 て子どもを巡る紛争の併{時庁可けたアメリカの制j究と実践 紛吾

'i:10)A l 、事例を'，L、;φJ Iん ス研究 273号 ρ(20U~1(; l30内r

1 ~.-，同 fll ・日î}掲青注日u) l訂頁。小禅・前提論レ主 ll::iB) Jに(i支

i刊}棚村.Hírt~ j'~丈ド (l.::Ci 161_0.。

I('i 作本・前拘論〉心'，E/l; ~09安し

lG~ 棚村. I川討論メ i~ (13C) 1旧民

1口 般 L二、 d十絡をf;~ ~ーとし 1 な 1，'父母から {-fJ;Lf-: .r- 7'i 一色Jl、~)同町HT-J 

や「必外(， (' 呼ばれ Lいる 1 印j有(ついて、 ηClJeI年に回庄の旬結の権利委員

会J土日本政I自のお 凹政府消TJ書に対L、'1".]法千立法びf~ 刈ドり l 非嫡伴I

というようなζiJ:J1'11，:: nJ可昔や削1主すゐJ となどのFノザ告ぞやれっ、 v た}イ叶可じは、
これ;ニ大人の-~、当表情けーなわち、ずどもの続出や目立れるかで?かに関すること l

1231 LiJ:Gl :j・4::;8)4.~S 



iともの日己;そ7e:':壱主 1

l町むこも j:¥j-L) 扶養義J年キ要求する権利があると f'j'言"けしたr を

して、¥iew]-bコIpsLire州の卜1す裁判所も活れttsv， ¥丸刈T-S(337主2d3~íO 

[ 975];事件をjJkうi号、例え父淵がJII:.8計責点、をmいて、決j、の とも:慌
にはってîJミ禿してきた了どもが向旬、の了ではないごこ今品L:~)-j ~ hlこと5

い、離県 Lた後の自分には了どもに対する扶子主義将がないこム~kL ても、

当1君主張(よ丹'id之江)解釈から弘前述した連邦主主高ぷ手!J;;:i::に照らし合わ~t( "C

も認めることが二いきない、と.t&べてU るc また、 子どものf犬養義務の千1.

問lと!色 j安に関連[ていないが、 j主河段高裁は()，.r、0，，'1440 C.S. 2fi8 

[;979];判決じおい七、寄手婚J人菜料を支払行義務を夫にのみ課すとする

λlab;::，mιイ;)、を 1:...] すべて(/)妻が離婚後続悦「ドJに迎続し結婚r~-r lf: ，~1j 

されてきたわけではないし、権全特後与やi書(10にl剖窮している夫もいる"仰

ので、半{十州法の¥';法 i的とその作的ヲ男:Jが司!J示された規定の同;、支質

的!-tk~ ~m;↑土がJうる、二どを認めない 1.. 述べ、怠決UJ'1'等保護条頃に遣反L:i主

~戸，t. !ト
ι 、，~ '-'-'"一己

このように、 JA判所は 14J-縄優先町、別 l の1直吊に対宇る法私的な安勢

が見交けられてい心円、千青?民的に「母乳寝らじっL宇、[I)Jのft家安打ι出し
ている裁判所の傾きもi百jわれる J

例えlばよ ¥v巳S叫1¥ 1汀rg11l山12.リ何川!円;0の)G乱訂rs沈k凶a、r¥，:cCoy (:~í' S ，S，E， :::J ~i5(' I ~ 9811) 

判決におし、て、:iたる j幸子力、者優先の判定員r(rri;"，;laつ日rcU-1k"r戸、
刊 mp:.lC:ll)~が唱えられて v ゐる d この判決は了どものでたる義育者を i:Þ:

る草、作iこっし:て 心力J:;tn の要素を外子、 L 、それぞれ古ムl~ れるべ

えものと}川ノj、した 了どもはu分の門事きで警の間以につい

の1i却J，( より、了とも;押し付けられる:;..;..会的←:~1，')>の つごある!与えるため、

以 F では日 rj 後の丈派}こ /3'< て弓に前 I_U'>~f を明示する必1;::;0ミない混合には「子 L

~) .Jを使い、問μw を明不する ，i-:}~ がある均台ι 必外 f.Jを伺い品、二とこ

1るυ
lGJ尖|焼、辺邦最品よし'J.:.-，ノ)I絞7院の中におL、て、既に一九一-44にK月山山

イ刊の裁判所が了 k'も泊り績に却し卓会主扶交正務の履行をドめる訴訟を認め F

ケ スゲιをしている LJoup:ht、v五l1f':ler(11:; Kan， :'18:3[;9ヲ:{
lC 午、沢阻副id司書け(.JO;ょGj-tL

lド 2i"8S， E. :':d :i日(持1);ll %3. /，片品てf-rjとる発t1計と防護行の批主

父母;;:i，_~おけるÇh，刻字的TAL ノE (.~-ー」たる養訂省優先の læ>i'司 Jfλこ '.f :-.--/，: C~:r::;k;} 

~Lì:j、 ('::1 U '4:)7) 4，)7 18~1 
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問 ふ1

を発表する去の能力があれば、例え実際の主的ノケ 凶歳以「であっても、

裁判所〆しむよ当人の玄14Lをi主乏しら:~けし iJならないと説いてしとる Jペ

しかし、そのような対たな )~~_t生か続出さ iじこも、判附する際に刊別を

よ里 111 とする妹、;U~iの態肢は z白らに消えたわけではない〈朔村政1';:が、「母

毅俊先の)京自:jが牲にもとっく工ijrJだとの1inい非布1をろげたのに対し、下

たる接台、高俊先の ;~j{ 則は行:こ t)l 立な阪会 r し〈件成されて~、る

1 1."-.1実際上大;手数の了び〉監護十社が母親に守えLオl，乙という状況は変

化L-c いなし \Jlr，ヘと計nt:~; ，ているの J かも、現aでは、「子ともの主主菩

の利ぷ (thcbcst: inu寸('沢民 d tJw chiJ:l; J (，~もレっく民主護者約決定が下
J吋守ιご1戸，-
j)IL i されており、下紘容の悶において問えif 九六u:r::r土ーのll1i

no日州の告書一五、、回はの控訴審のよ'.に、すどもの除~[に戒しては子と

もの最善の利益と綜?ょにわっご考えなけれはならなし』としながらも、干

どもに母親UJ主，)11がfr弐L丸いるため仁、 t羊耗i.ン史的民主護fbを号えでも

I1リミ 11，居先の!忠則 lの沼地とは口えないとしたウ スつがある u 最近に

主コては、 ]¥，:ississippi HiのJJt判月lは Ho;]or.V_ Ho1;on (781 So.2d 9.'13 

[20U1J) 'flli川二おし「じ「、…〕たとえ母性的保議キ宣視する母乳優止の

J(':l=lCの影響が守口ま'川しる).しでも、チどもの最苔の干IJ訴を考慮 d

るためLこf出のg.;;[，fすこ同じく tk小主れなければならない ζ述べ、 I持説

f妻子じの原則 l を絡すj的に燕ネ見すべ主ものではないと~，j、べた c

合lC:論、了ともの監設をめぐる争いが 円裁判i1!f'~ ，-ウザ !:--， j~ まれると、 7

tもの最善のやj長;1:~こ適う常設!至高 lよ如何なる高かの最終的決定権を持つ

¥" II，，1cCoy， 2'78ぷE.2:13山!山;vV" 1981) '1司氏とその後のllJ例の展開J-J 判例タ

イムス Nο (ì ~g!: !，: 9S7年;1山貝

1 仁 Jd ム~ 3Cl 

1';'，司、れ・日↑uf8f，';主性()) ;以頁I

i印鈴木・前十団組丈;ふ (1.::7) 299，8'0 

l刊鈴木 e前約百白山一 1，1:)7; 299民，.-;KiJ ~ . itT:t)古it，40) 1ι日只ん
l，" Tn rc :¥.1日:'izu:，:::()[ :'¥.rcalllc (り32I¥.E.2d 1 ()82IH)~)4l) をの皮肉、日一rt:lOnL

J刊のIlu:llw!lY. 111山川1(}02 ;¥.2d ，:20 11997j) eJ:rft(7)4Y丈番の上ろに、精伸1"1
本山口R.(-':';U'.'"、子どもの刊):;:J7) ， ~こ見れ~， J:- 工工i.l"法的配 i主権を与えゐこムが4

{JJである ζ寸るケースもある

1';二lIillTy1). 1く山Jo:e，!Ild ]):n';d ;). iv'l叫'('1'， 5111)叫 11(1(ω11おは 181

isiユi LiJ:Gl :j・ 4SG)4.~ (i



iともの日己;そ7e:':壱主 1

のは裁判所であるじ従って、多くの刊では、了ともの長警の利益キ判11::i;f 

寸る|尽の孝慰事以をおJji:'iLによリめるTi1、をJ手っている l川、しかし、

/7t立;土?士会におし、 に ;I;~X:される ヤ女刊の人間保に}Ji、、こ戸し

ともの耳;桧権者をわL7三する傾IwJが強いのとはなし、沖、こ ν つ〉合

同が院し，[Jけられているに

例えば、 ParいisV. Paい川 (4S0S， !':，2o ~)Tl [19%J)字決におしミ亡、

South Car[.llilしけ>:(/)民日'J?えは、不動並河:に努めて成幼している女七のこ

とを 頑悶で怒れやすいキ々リアウ マン」だと Lて、法的配議権をよナ

えないこと(，した「そして、 T('n山川区円、 J十で起こッナ Rllylt'¥'. [(:1.¥'1(' 

S. VV' .;~d 4:.l9 [1 ~ì9同)i't決においても、件訴審ジ)及判ntt、家を官j
人nこLていては人な械にも就いて"ない父演に対L、制告を;iLて fと
もへの扶安義務を果たさないことは岳、憾だとは阪!法的監1主権三千与えな

か心た 7ム)

こっ!
ノ ν j"1、 にお、、て lチどもの最詩的利政 tj)山口Hこも

合致守るぷうな l 近i以前菜作 (~'.pprllxi:~l atinll 坑(\I~da:'d) Iの原則の主張

が提起された。この新たな fプローチは Fメリカ渋位協会

Law I!lsti:-u:-e! (":よザ 3 ご された I~ふ対G-1る家主;に同寸る丘、的l!J出

ilそillCipleS01 L~1e L'.¥¥' 01 Fanuly Dissolujon) I の勺に)ぇト~~れていとひ

そして、ーっつケノ千Iには "¥VcstYirginiε ナのように ，Ji'1以的英ザ 説を

採;iJj，、州i去の解釈lャも泣)I Jさ)宮た仰jがえ句れるすこの基準のI人lぢド

つい丈、 Harrv D. K rauscと[)川，'id;)， :>'..Ic¥"crによれi:f'、 ぞれfよ主t判所

が了どもの絞該1."主，j，;に長青な布1'.1、で前;長するかを る|禁、紛の了

ともに対する校受義務の~たし方につき、当該部肢が消減すゐ別の!夫~Ii~

J 'i?，なが、斗同誌μh包1去の内有:二関し、ス1¥邦政府の絞 f(ù1~;}，:Vi~H~ìt (，LnifoJ'，ll 
0..r ~JITi;-I.>l，じ;-t:i d Di ¥'OY((' ;¥C:) に奇かれず、明日すなわち、 i2cの監目安lこ|舟ずる

う長乃希望、 :) : ~;~ ~f~権r: ìこ問<) ;~)子 r[~干の希望、 c 子と、 i~~，.¥?兄邪利害lさム

にはみの f(l)最良の利益に重大な影訟を !iLfす二とが去り1与るでの?みのさ否七

の、 J七五刊 IJJ、相互関係、 d 子σ家や+佼そ，にに HU::-x干L，きへの砲 l)，e 有
係寸る，'ijべて(7)桁砕的、肉体的関取」三ヘ致寸るもの刀多いらしい 鈴木

日七 j弓誌丈注 (l~i:' 均 1頁 Id札 :7己

"↑ 111. ~了]お3
1，0'， 1ι <l~ 183-18，~ 

~Lì:j、 ('::1 U '4:)5) 4.):] 1801 
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問 ふ1

をカプif"~ (n山 ro;s) とした[で、衛星Lながっ決定すべき、とい与も

のだと説明しといる lへ そうする l 、前記のように裁判月~，l ~?:.~ :;;i: a0 ~:特

定の刈f-~とか家族像 lこ辻、づ(斗阪を下してしまへ叫合 ι 一げられ ξ し、同

におけゐ家伎に対する↑守会的完践も1Mりかえゐ Lてとができ‘了

ともとの接し去を代確認寸 ωメlj 〆トも出てくるはずだと百われている J

第二目 「家族の紳J の維持

では、船主守|たi去、んの家族の鮮はiJli{fiS(，，:~1t j干されるのか J この :lij~~

l関して、，JJIJ iおける C!"H馬表白OiELCllstodY)J .!¥，J ~~))~{花

山Sl~ιc-:. LiOE n只lu)._~な r-'(!)議論を検討するハ

まrl共|コi綜護J とい )制jrえは、 A寸主Lいr\c~írf代u後を半均か、 ι コ六九司九L仁亡つJイ{+ト
一

{~じのγ勺)百前)1刊、 刀か"け7て行なわjれしJた「ピ二開常f

E (川一;川乙川u川山ltいc1ハIV引〈υJ川n'山と a肌抗Jがもナれヨコし丈のである」」lJ7弓土され、 C :..， 1母羊全藷

1係岩先ρの)I似阜口則J :じ⑤ l 刀か"(.はエとんとの州で3民己 tl さ才れ~ !だニことも合ゲめJて制作かっ有

力な日'-11ま惚付与茶不がJ当失し、ソー決としてつかみところのない院議怯iJ

守基準である(了どもの最詳;の利益が唯 の基準こなったことによる

ところも大きし "JI市と見られている c 安-，るに、「寸こどもの最-oの利採

忠良1;~よ変íJ-f:であるとめ、場fhこ 4 うて(よ 3主判所のをi 桂I'[)なよ支出も l乃され

るみ J!iJ，をJすっている合って、ー〕以前なら Fの守， '今い紛争 ζ なら

なかったケ スまで法廷l現われることドな ii川、各党訪止策(とし

‘共-r-:]t;:}7示生)ヵー抗日1"=[されるこシになったl州

17
r ここで、 [-¥Y，n吋と ¥.Ieyぞr:.エ fJE似均説を甲、ザ止;まからず足:1(1-9る
ElizabcLb S c-o~~ (/)了τ棄をH掃し、 rilø)~ 山ポ.{ :.--i'は l 〆 )きt必j，:(H川家h矢内

4再i立の多疋性を反映させ、主H号の谷えを引支出セる jここにあると比べている
[d川 19ド

1汁この嗣]JJ~~ i.: i.止、出去におし 1ご附婚を宇る降、有立配偶者からT-，~~もの日誌

ité を完~-~ (~取り上げるこ J への以戸が常まれてL 、るらしい i II:I ，~ ，戸二千 fン

ト カストデ{(jυ11~Lcusυdy) こ家守;の巨伊三f: J 下:~j タイムズ No<Gll~\198-1 

年 c同ベ

"'Ú !l l ・ I1 リJ品論土:j~ (177) ci 8." 

"， f;!11・司削昌論文(177) 6 JL槻れ，百'1認論文i十(l5(1)
i日二のような}トツをi-，Jtっ「宍阿出の制度は、 1

1271 

152頁o

COi~ 年 1，1.-":'お
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iともの日己;そ7e:':壱主 1

しかLながら、 1i主制皮仁は、そのj豆用 l、次れような鋭点もHわれ

る。 共 ri-:íJ*~~生巡重rjj を 1)_ )-.:'してき丈」よりlしl;;fo:Tlla州で起こったjちる事

雰の :~p 山、(立、了ともを公立学校へ行かせ一るか私立学校へ行かせ一るかをめ

ぐる高I舗の問の対'，Jーであったr 共同常設の fで本1'1のような下)もに対

する重安 l汁項 h 問す。ィ土石権、)ザrt:~法的監議惇の停訟はしばしばこのよ

うに早行制査定吏rJl立事1'1'引践を炉っと政判所へ持ち込まれる 1 そ'-'-..， 

この7F実lこdノいて、 l 了どもの学校をtチミシiす之ふことは本来家族に会ねム

れた宇頃であっ可、主践し人J にそのことをめぐコて対立があっ寸も、三;抜

7)'本;1:備え干もっていゐ紛争解決能)jじよってl'干決されていくべきもので

ある J山 μ 述ミる見解があり、日]埼グ〕事案の~発によって当説家主主の戸

律性(f出1:ily;n旬、no:ny) の回復は来たしてどこまで別行するここがで

きるのかという疑問が示されている lぺ
次(:、考察を試み J いのは i~t~D;t~gJ の問題である. 1叫'1Iこおける多

くのナ司法ごは、裁判所が離婚後院議 t揮を持たないt'll~ には示ともへの宮内

慌をむ仰るごとがで主ると定的られてし、るへまた、学設におし通て志法

!の権干iJとしてミlのふJ河棒が'j.:i置づlすられ狩るというで振がある川)と

" 'て)〆 ]共kltf誌誌 (~oin i- CGSL何i、j を制定法T認める州(j，凶玉什1にのぼり、

I.J:l~ム C (7) ~ì+I-\. 離婚紋の父f:]グ)Jl.i司常烹が認め l与札 Lいる」とE:'! 'J 棚H'fxli 
7 メ J カグ〕十の主主ri:~交流前藍市ili支の'1i 1告と課抱J 1F;_.i給昨報 ]¥10. (iO:iJ: (H 

本力u除iHKfx:.こ006:;::，) S:l妄
l t-:棚村・前t~論山主 (L1C; IG?1雪

印七111阻副Id司訓丈:ャ(177i l' n。
l〆 なお I ;'， 1斗防護」制 J支とほぼ :-~'J ピ R.'~IJ に反|ヰl しといる l 十の昨護父流下町

挙制忠J こいよ}も的ドある、 二円杭fえはノーと lト中げな~ 話とされ。監p!!}.交流<i/j

~~.'D の苦)きを且草~+z--t-~) ， 1;、同需要JIU:;:i之介の異同に関する研究は他日を則

したいハ制村，前掲拾え;1: 1，IStりお貞一

1"1続絡招針梢il、の407(::t;，去ごi士、 決が確定された後ノ了とも

び)続較的，K長命司、めら:l i ない視f聞には付l~n'iな条件の下で訪司依存 f寸すふこ

lがごきるυi【し、政判断Jよ癒河の「続全経て、当設訪問格、.1)行使v より丁と
もド対L肉私的、給対的、 G;，士的r郎、!止情緒初他府，.￥をもFり L:t?Jぁ台、付

与しないう、とら(1-)消すことができる J と定められている。 HarnD. KrZtllSe: and 

David D， 1¥.1円 (-'1'. ，:wj'na i~(lt と 118φH .1.94-H勺

lb 未~) ~ .前時点出 (4り.' ":8U見、

~Lì:j、 ('::1 U '4:)2) 4.)3 18[， I 
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問 ふ1

ころが、 訪問権」をめぐゐ議論i土、川組以外的説肢との費Lらや、裁判

叩ーがけ、的取護怪を 5~1手しといない fi!lli:-n訪問t1i:を L L丈f去、二三の執

行についても介入 cきるのか、もし介入cさること百年日められ札ぱ、法

的常設栓手獲得たi削の拒下手にlEl邑守るよ品U. J主判所の権刀は~~:たして

「会伎を保つナ、訪問権の:Aれを5以前:1ずることができるのかなとの慰問が

次々と間しづ〉げられ、民l正されている 1 そのうち前者についとは、浅利;

に[I';̂;jt，えr ト L た Trυ.:\e~ V. Gr;:r::rville (530 L.S. 57 [~ÜOむ]〆判 jチモ仰が つ

の考え方を示しているハすなわち、 Sar.drz，Dav ()'Co:moγ 絞判官による

相対多i1意見の""で、 }[， 'O年代の判決を顧み公がら、「迫ア1;1'11高裁

はと五イ|古から 員Lて剥が子、ドもに討するゲγ、監及/えぴコントロー

ルの~qi 利を手1J"'，ることを記、のてきた J 187ことを注べ、 fーともの3塁手守に

悶 Fる基令間決定権を宇 u-;-る認の}:ct易から考えれば、まえ判骨r，;';f'QU外
的人々から坤しすでる十どもとの按般の安請を'[1，対-<;る峰、 nl人の表の

-z;;見lこ廿1当な住民におしゐご虻I吉しなければならないことが求めらオる

ごとをUj!百し亡いる It<':J

他ノj、後者の阿辺;二ついては、 ゾ，.JTともの P たって7町長父ル

をさせるのが照ま V"7トとうか、 LEvまLL通i::"オしばしドコさせるかの決定

1主を保有するし1)~よ、 であって、法判所¥"3ド抗議組で以なし汁と

1見熔がt主弓:"'-れて.'る四二この凡i斗lょ、非恥議凋との凶+t:交品、去、 〕

i日この事案と|引法「る W3shing::on州の刊!l王には 1どもの景子辱のえj誌に資す

之iと判断される場合、立l巾Jなる人にも随時(こ{ともへの訪問権を版つすると泣
められ Cl'" ，;S 干の川仏、に対し、あるlヂ総必主:や符 C子どものl広志ほや得たi手

続がそのfTE性rヲ虻L、がある 1_i-正て、利下訴訟を提起し犬、ので島ゐο 主J:Gl最H

234l土当誌州'ifiての合く立引を認め土か、:去にうj主刑にはi呈TJ'十を生じ得るこもj是示
Lてu、る Hz.lT}D. K，'3LlSC a:"，-d Dz'ハidD. )..1じJ:=:'，Sι:lwa noLc 1 ~ 8， ztl 197-1こ)8
I r ~ ;):タ()1J.:-;. ;)'/ (2()~Kl、) (l( 6;).lohn E.， ~υ\，，:;-，ぷ〈ιnd 日りnal t: D. l<il':.llf1(ι snt!1'!l nou' 

114， al :)28 

1，，:.; iJけγryD K川l日l れ耐1日川，1←)恥kY('L8utnl no(c 11(¥，汁Il~)汚

1目なお、 O'Con f1 0~ 裁判'1'(グ】言う「視 \JJa;--enti というョ;長: '， cj.，本社決?取り扱っ

た与系の半安から年えれば、 lr どものf!1~生惇をt-;J つ剖~.J 0')ーとをj行子と岩わ

オしるし

I ~"C， 品{芋郎Ei修解説、中í)'! ふえて「以下てf(7);(日不 i を超えて て「の最持のよl主主

'1 ' C/ ;-I:I;J学1tiW~:反社・ 1990平，つの頁

1291 r:社、G1:1'4S2ì4.~2 



iともの日己;そ7e:':壱主 1

命じるなと、 Ei説話見事了ともの義守じっし Lて符別な規制J;服t::~èi- る

裁判所はそのうfだけで千どもの l併設誌に対する)h較をおうわけであるJ'り

とし h う?ち';:1{も{~らわしてし、る

第四項向性婚・事実婚

r-'hC;イHtに人上 r""""]育子縁組はより寸ーソンになし r"""]卵子

提供ゃ代理母による自主主が急i百Lた口ゲイやレズどアンたちも不l廷を寄と

き、子こもを台Tて vゐる" 'Ui可技術ャ主主ヂトi院は、小型:.-)~~ilfだけのもの

ごはなく去り、 ~f4骨カップyレベコゲイ、ン〉グ )yじも子 1-' もといろ大き与:

必をx拐さヤるニ Y になコ丈似ていう I"J~自の現'人を tf-l止にして、メド111

ヨにおいては、その4うな CJ恒一受昔、事実株やJ吋点の人々と1i1l(彼LとJ

りの百日に介(:-:-r る子とも治宝ミ~長」といっ 11 社iみに人ソたし、場合、(大仰

にはどのホうなf，i;~~乏が小されて v ミるのかと v ミう jlu こっ v ミで与一祭し丈い c

第一自 向性婚及び向性愛者による子の扶養に対する法的理解

況に吉及したよう仁、 九ノ、 i年，.人々の「粘始」キする権千iずが今衆

|下|手、丘、により1"，::宇きれることを守口した ].uving判決の1吃絞l士、£くま
でも異性問、しかも ノに 菩舵の婚弘I1司IJ!支の11，にl卜まっているこr---y~)比

fJ:平が存するそれは同吋絡に対寸る;t:識は異なるものだということも
1，':時仁倍小Lている 例えば、対射の成:，長件の っとなる給制口午nnR

lよ、所管当}せは Cl'[ヰのケ yブ。ノレに対 1-"([，(始ど発給しないの古事%でまう

打、裁判をj吊してそのような?一政による，別のj尭夜十jが訴え続けられて

しsるのも j司ヱnのごこである

:fT，f¥U主'"1:I有るHI"ilの吾川の裁判JI1iの動さに照らし、 [... i .;主n

lutdは 虫 1:昨 ~I b= . ~Ht，~、ニコ tjlた去十択・有偲て-;J;"j'; (l 9~;) 120-' 1~1 貝、

JU14!日・前掲占注 (30) 7 ，--8 .~ 
l!. 不愉第二羽市 可のすtサをきmL
1 ~:' 1 可当に記ける最初の司i":括1ト干んだと呼!よhる Kaurv. Nelso;， ':Hll ¥1. ¥¥ 
20 l8!i [l971]i::J段以来、， iwJ性の刀ゾプルl士、日うj守たらの沼14は給制でl男子に

?7まれる関係 Cあ; それを訓取する付 I~語以iL1立近郊;二(1j、あるゾベェ 11'Jil、:二進
反寸る j こ ν 行主張が草σ〉恨よz勤を返してヱイ I，'."~つてなされ玩げて ".ι る。鈴

ノト岡刊 f乙 ~10 主注 (l什) 173頁

~Lì:j、 ('::1U '4:)1) 4.) 1901 
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最高裁は同性問の『草刈ELーを査1五iの権利とはみなさな， .であろ三】 J'山

l しつザ J も、 l 学~~ f-._~.土送:奇~~も有力どめる、とノj、寸市22がある、そ

のよつな 辺戸:説は 般に、平等条項渓}又の二日長に弔日を岩き、[口lt'i:';'ll:

再であるか芹かにJる区分を疑わしい区分もしくは疑わしさに;')T"ずる区

分とみますようで~rrーしナしザ3 」 l(jI J 

他万、判例の動きには -)G)L0 ?':-.:{tの、j':(;nこ入ってから吃イヒもイヰわれ

る。刈え:工、 llaw:lii 刈の最，'Jμ立が日記hr 百 Le\Y~n (邑32? 2d ，:4 [1993]': 

事引を扱った際、向性受朽のカップルがrr~--" :):?てた口分i主に h結拾する

恭本的桂利を享甘すゐといぺ t3二を認め公かったが、バ訟1.1)性愛者逮じ

よる引1婚へC)Jl~択を芥認しないニ丹 !，t川窓口、に 112づいて吹 I1 さ札円

:雫JjIJの に斗た')、厳メÝ~審 ú'- にねすると判断された 虫干「

て'~ ，、
Vcrmoc'"c什iの局者裁も B::tkcl、 SUlcC(7生4A. 2d 8日4 19991)l1j ij(の巾

で、 1... :升i仁よるIn)性愛者の結婚の禁止行為l正、州ヨィ日~定められる

公共利きさの干与配分にまつくてで i害、羽仁通!えすることに卦たる J1川と Lたυ

ごのような流れを汲みながら、後に 1主日最rRlよえが iした Lι¥vrtt;('t¥T 

l¥:xas (S:--s9 lJι5:18 [200;--S])判決は、泣いうらに「市1焔ーと古う 11為ド

1目司、れ・日↑uf8f，-;主性()} ;6，j頁 1

1日午、沢阻副ir+司書け(.JO;ょG3-tL

I !)i ~:::-ぴ印、 :...:で中台 )jUグ仮よけも主体 ;9 フー J ー・プu でス f主)えの L~j長の

Uが有i止であ。;ν 亡、 :1'1;性WJ:})結婚 も，~七~I~!J!})結婚と1"とく、千どもの

交官[''';.'i'i直 [...J精拍均社の形成等の機訟をよ42bしとし 1るのぞ 両者 L

も結~J&への権手iJこして岩伝土保障され心 ~.J:-な同士'，.， 1 .1主張すゐ詰J7 もいる f

平沢"前掲書げは0) lC3"-lG/~ T-Y。

l吋 IIηrJ"}'D. K 1剖 lSE'，-，.nd I)a下id1)九1可刊 ，S1it川 nurt'llK， at ;;:-j :--54鈴木ー市拘

A主主凡:，]!11) 1~5 ヨ LかL、会IlJrこよれば、 E:1W;:lii 州~1î:i:~(よ阿性愛者の結

婚を阻止すζI 約;ーナ I;L(;~: じっ熔正4;;;を全民投票ドてrc/);~-~ ての結果、 ;L:iJ 、 -P'

ej(rfされ、|寸引WJのj吉泌を認めないことになったぷうであるυ 更じ I[...J ';J) 

':'::.ill<.:I{Jとしてはい?性聞の結併を認めなl、l縞織防守J1'1勺 fr:fJ¥tすさせた J てとに

むなってい~;-;叫ヨ・前同点注 (5U) 1，)7::l，η 

.'ぬ 1d.;-:L 3'1なお、 r-_CjC)C"l-~当月 J見白J 、 (V(':-m01ll 什'.正)州として初めて、 l ~~. 

tÚ~ と司竿J)出!日程示j を思める1' rh民的計びつき~c:可1:un!on.!巴三いうケJe支

が定;めレ)れること J在りそう Jである u :，ri!Wー削J司書;+ :，:30) :38'R 

[011 LiJ:Gl :j・ 4S0)4.~つ



iともの日己;そ7e:':壱主 1

A"';し、同定義やずる必要があるのやあろう引にと fZ宇〆ていたむこのよ

うな連邦景品裁の子己:こ最も-+く!芯ええのは、[，す時京に ':1川沿町flll日 t↑九

州の最高裁がf討された Gハodrid，i};e百リepartmeuto[ Pllblic l~ea~th ('lD~ .:.; 

E. ~d 9"1 [2:)03] ，i判決だと E、われゐっ fなわち、同判決において司 H牛

絡を排除する婦別J干 iirl たに買わ ω 市!;:'Cj:'去を州憲法~.:_~;主反するとしなが

ら、 I[ 、(現行)dd土維持し、 I記事必 I¥ci凶口l"rrlet誌がのコモン・ロー

上のN 義を1古紙さ J，t_;、掛川を r-:-…I C他のすすべてを排除す ζ一人力

者の配iで宇?と L-\灯台、の結合 J を，~， I除するものと定義し

他行、 1，，)性愛者〆子どもの結U'i.Jきも霊法ノミ詠 1.'，-r:L吋て議論されてい

るハ 例えば、 l駁i笠=絡{後走じぴの/つ〉子yもιの)主刻日f企7苧守い

な:古/バ主坊品に、イすJヤ/たされる D 九J六-:::_1.九lにiは4つ口 }ダ州σ引)裁ι1サj所一で7久、 L以4丸~し)f三一と

もσの)監;諜主 L養育f 棒を、レズピアング)母親かり、殺人のかとで入所しナ

い汗父視に移-9-'';:ij 1えがl町汗JW;均〆があるつ

確かに、男性と私婚しと役、女性が1主のliiJ性 し、肉体関係までJ干'，'

てしまうことが法的に不民どこ判断される場合、司同のiiの離婚法の文

吹かわすゐと、 その女性が丁ともの監護棒キftLるのは較しくなゐ I しか

し、畑貴主義に三五っしと形成された現在の自~絡~-:J-、で l士、 f 統一姶見守郎知~-:J-、』

~O----^' :r:'!::i の規 >i~のような l 裁判所が了ともとは l区長 r:~ をf守って， ， 

ない怖の叩iI人の't't自立行為主配慮}〆ないとすべ主であ〆乙 lこいう衷

請を ijlL?tl ずるこ ζ が引きない J そ L て、 ~ìíi;主Lた tda込山chuごうとiLs州の長

高よ丸iこも 5 才~t.: 家族的評合体 C)概念:こ慕づいて、 #iι

の裁判所;土了どもにrEi:j;B: u0な影響を守えること均台?を除いては、でえる
f}:: i)誌の作的行局をしないri込書与を11"ーコごし sるυその 例としご‘了

ともが就寝した後にネソド[のチャ yトルームをたIJ)I[ ，-，、夫以外(1)男，'1

と洋的会ちをし、叶ーハーセ〉クスを行っていたこと白↑い二十どもの牝

;を な を与ヨ/"ごとに」たらない~，'i) ttfした SOll主 :}akot:.，イト
の Zcpcdav. ZCPCd2 (632 1¥.¥¥-'，2[: 48 l2001J) 

!CIi了brr.'iD. Kコusv~:Tl rl D川 d;:). 1¥'-[C)'(，'1 幻，prιno[c118凡l五
".1 ，riW:対をめぐるご吾川の状泌について鈴木・首持論えiー
を主主ごl円〕

り!日間 e 前iH;:;-i主【 -11)) l:i4貝{

ノ

ー3

2: Helrrv D. Kr川 IS'二日1dl);lvidコr-.-'lc:ycr，sn!JTU nOlC 118， ;lL 1ふ6--187

~Lì:j、 ('::1U '449) 449 
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-λ入

問 ふ1

!~， 1 、 Nlíê全体の:日Ilql から 111J ろと、言'r~~の九Aノ、年のドlO;lda 升!の

ウ スにぷ与れた傾F'17)与えして向('1汗されナPわけではないようにええる〈

例えば、 Alabanw州の:白昔前裁は、 Ex P~E.te IUI俗3US(】汽1:'.1 [21)02]) 

事n1( 1(Z. i) IIJ ~)除、当該校高裁の門 irJは判j 〆目のi\，:fOOfe -f)d:rr~' は待j止色

見iおいてゲイやレスピア J の剥はじ分の了ともを監設することには不

透-:1:l:(: t主主されるべきだと|甘さに説不 L-(いるヲ引〉

第二箇 向性愛者に対司る連邦銭高裁の姿勢

rìí["C も多少王及 Lt が、連邦最高裁が，'ill土'~といろテーγ につ:.，)てい

くつかの民事J を通して jJ) ，てきた ~'7Ç[じではそのよへな連邦最凸ぬの

をF既存ll~ I_~ てみたいつ

まずは、 Bowぐ1"3¥'. Hardい!C比(.i78U. S. 186 r-1986])判決である。 4¥

'1'-11 i1c (":おいて、連邦長 I'~j裁は子工対立止の多数意見ι より、大人 人による

白出窓芯でj，-われるソドミ 才了為を'9l!;罰する Gピurguイ勺;L(f)t!i，i:ζをイ''i:7F:

とし 4と。 Rヲr(ll1R. ，，:r川 u'-1主判官が↑乍戒し三 においとは、 i主主E

最高裁が過去の裁判例から r'-(胃Lたプラ/パシーの権利は「(…]同主

愛青に日L:J:こソドミーU"るをLへ権利があることまピ!土記、め tいない
と ~I、べている ü _-Jfに、向性史的な i-~'ili-~ を行う権十IJ:よ同国の度史ゃrハ絞に

日告ιpしでも、 にふっ ζ保|布がれる茶本的権利だこ考え ιpれて:立いな

い、ということも請っナいた二

しかし、Jr:a c krr. ~j;1 J;χ判古:二上る反対志見明、じnn日"故判官も含め乙

引勾;台、何性会青 iこ;t~し、長近の裁判所は安易に \IO(!lヒ誌と子U'C(_同諒するこ

こはないが、土日ジ)円i!YI 妥?的問 ibJ は依然としに 1長伝説的欠陥だこ日倣され、理!t~合

後の了どもJ)171との配持を認めな ν、ようにまる 要玄こして配慮~~:1しる:とは

やはり'，H!IJ九れなしλとし追うmィ尚古、あるひ Jd. ;(:， ll)7. (()C So.~(~:::l (，2Ut也、 at~r) 

1('二.:o!";nE. Nc¥¥北沢ndR( Jl l 九 1(~ D， ROclln(日刊tnI;;olc 11/1日l929--930要，-る

に、 、W、h耐1刊itE-εJ裁νムk半羽判引むUu吻均がミ刈4本え主判Ji伏とV党チ叱士におV、て、 「わ'""'1 T:i~iJ:扶昆、 杭姶、 生拘J-'I阿=寸I1判司愛f

とσの州)川|問埼i連主性{は立1ウ?壬さjれLじ、i，い士1い〉、 Jドミ」を行士う権利が q坊さl可(介衆|司〉
の民支と11ゴ克:二i宗く仰ぎ!ている』とか『秩l:jだ Jた拘 f+{の概念J二代J古される

と}うここはせい-tfぃ滑稽なこ;である!述でごいるr米沢 市jおさ~~ (/~O; 

164豆u 丸山礼二 'J，ノドミ 吹止"の台?C性シ台'，)<.問主主而裁 日刊 H 品市

HιEdwi c- l~ ， 106 S.Ct. 284: (1 D36)_J 刊例タつムλ .No制2i(1り87年)41 --，4つ同町

1031 1:社、Gl:1'448i44S 



iともの日己;そ7e:':壱主 1

人の裁判汁が司謂) (.土心身 ζ も(<'JJ以在している大人がプライベートご

他人に対Lて物州a0な7ヰ{ph引は lnL，I) を与えてはいないよ)ト、白

出に判的行為をi丁うことはイE人的自己申;jfdiに{三せられる節減にと Jて最

もm本的なとごろに位 :cコけられる故に、行政財からの公訴ゃ民、的多
数決lI十す/;〉 14法的保護を受けるべきだと百う在析を雨前じている山l二な

お、この Bowc円判Jえにおける LcwisF. Powc11， Jr 法判官による補足~f!:

LJh、JohnP~c~tl Stev印公共t'I"i'じによふ反対 H 陀のι+J 起された、 H

性愛者に限定する特例の処出J条1ft(土台首吉田憲法の修正八粂に定められる

成虐む異常ノミ叩出の禁止規定に違反してはいノミいか、えi士、紛糾外の主

的活動につい(:f{J件公呂による、ノ Yミ 行為だけを罰するこ}-:t;t i工三百謀

議条7メに反していないか等のIgJ問点引が、絞J二大きな議司有を引き起こす

さつがけ;、なったようである凶人

続いては、 1<川 1t.'-，'、 1:芯川日目17l:日()20 [199(ì~) ';:1] i1とである。木町

iたでは、前述 L た 13 O\ver::，判決を引井j することはなく、主主日で l イ~J型空

を某;7と寸る ¥1れti(lnality!I 合忘]'1詳亨テスト主用いて、個人の主的18
i占j，、基っく左53:]キ禁:1する法律の判定手古:1以しようとする Color凡山イ;

の志社、'f:;~~--=:li につき、合衆 1"1 窓丘、の、l'手仮設条Jj:，[ ~，::遠)えしfJJl却1; t.~- ~: iで

がし七υ そして、 An~hml\ふ1. K目立ムed、裁判 '1'\'による多数ぎ J[~iJ斗、11'の

さ~-rLi ;j: 判断する ~:Hと 14JWJ1U立、再び同司愛すすの't't自立治勲等行うここ n件、が

果1:.:Lて主主i三ii畏陪される~~本Ú~権利であえJ か 'é.iかの問題、 Z吃土、三上

lY0:1t5'I(:]にι二る [よ合J'~';'咋グ〉追震1li古I恭平 cζ り紋情的i韮憲客寄号、作をルj

いるべ主 7γどうかの問院で;土なし o(，とj点べ、!日racの日刊とrs判決との相

日 lJ..2t 9:3(1. JL.: : • H掲;言わムワ()日)43;':[-"， 
C:C:- ALl-l'前m~f~丈1_: ιO~-) .l 42---43頁ハ

わメ ';o'h"E. r\i owa~， i.lnd k'ollall: D. l~uLllT~d 日 ， s;.rf!t"(f IIOle 114. aL ~(l('\. ':Jじ茅コ、

Powcl[裁判d呂自身は後に ( 1 1J生向性受者の!WJt1ニ愛行]，): ~.程汗な|古町内

向ト~JI 01呆巴をうえるノ¥きごある〉いうこ場へ片己CZLたJ ょうごあω こrヲ

ような.t'c¥-¥C止ま主判U'寄り炉、組的な転向臼 i決7E末干の恭幣つけの深部とも判わ

ると晃る論:;'5(.引品るu蟻;1ι伺iF I 自己戸、;-~ ~?::の F 円、想」会主ぐる J 日l'立主

~:Jn(泳選江古吋)/)る (寸ihH ~~i'L1J羽田 2(州)牛) l()l民

!('~， J!nr1 

~Lì:j、 ('::1U '447) 447 19~1 



;主主:-~:Íi~育 L てし、る乙

-λ入

問 ふ1

をのような断りの校、多設立見l土、川政府や1m方日活凶{卒の立法l千が

十号f内Ji'ilロjに耳、づく を京lトするい令の最t)::，二{丁為をヤ、!しょっとする什

憲法の条ょ買のl人科こ、刊iJト~;甘が寸ふべきとある法的利益との習には合J年

。Jな同述七とがないと判断L-U'るb なぜなら、そのようなH:憲法修，:
」ιの成立は、いかなる符宏の凶作、に2コてもロピ 活動を通じ円分速の

刊託を政if、において長現させる戸;刊 '"'--.0)悦去に勺たり、州政;ィナが、nふべ
き法的利益も認めることができないからとあるさiυ また. ，["， 般的

意味む理解される法~::~二、ある人主の凶体に属する市民l二位の凶体よ

りもは治 l ド~;R土泌を求めるニ々を主主 I~ <するぶうな内科を持ち込もニ台は

できない。なぜなら、それはJ土律によってι等を保~~すべきであるヨ:切

にJ主1えするごとじなるから」山とも話っ亡いる 1か1、本判JiJ、は同年

没者の~I;i'可なる行為も吾、決ト ff"，}苧されるプヲイノ、シーの権利ω純 1)甘い~i:;' 

と特lこ'8ノJ、してし，;J.、山 c

政{去に本~:]において広々笠喝して主た L~'.w:-enc f' y_ 日出 (330Cごう

5ちお [ZOO:1] ) やよよぶう、 目h;仁Cつ伐のm灯、 IJj~;-:: ~:-1廷す/川'1iたの重要性が

HLlこいくつかのj制高にぶつご拾おされている引が、ここで Kfllll引Jv戎

ι'"伊lえは、，¥;.¥、持"Itt了による本字:J次に対する研究(i)111で、し L出 S';nsLcinの月

併を忍I々しながら I l' ~\半 I;iよりのi:tôl ョ見が、 Hui¥-計日干I;iよとに百及しな迫った

のは、六段すゐ主要がなかっ丈からー'，'されて;， ~ ~ヲー芯tお砕;'_ r性的性向k

士!:-5'、):，)]iJから!IIJ性愛fを俣z注tiL二ω を禁止「るコロ弓 r州?訂;j、の惇王 と

~\ ;)~陪 ;>_C) 、|等保三三条項 Rnencr ~'. EI-ans， 11 6 S.L~L 16~:) (1096) ジユノ

スト '¥ (1.1ム48" U~ 凶"コ J お品目 Utびに関口グ〕之、を参!1\O

'.li .;ohll E. NくWとkとよ d1れllalclD. RO:.um:a 幻tjilαllulヒ114に 93n--9~~1
~L' !，! (i'l 

ハι れ，'U~

U ぷ判決をめぐる追~r;粁芥の手設をヱに検 lすしと治谷砕子 σ)f市究においご

も、 I-'Ro;nc:r¥'. Ev::ms :;:渋JJ')'九1亡やq ム.，シユア Jレ心構千IJを積料自Vに不認し

たのではな v'.，jと諮って L る υ 紙谷 a 官官拘~~ t~t. (2H)) :~:-，i~-jft コ

211 .-'j'l;三井尚也 l ソドミ一行為守主主11ずる円、1ij，泊注意とされた事例:;"'，_，:"1;ス
ト l¥' o.12:J::i {2ω1乍!日3頁 k湖雅子有性婚に同 rる)tiJ，、宇的考察

】 a¥Yf印 ce¥'. T、目as，S3D t .S. 55民(つりO ヌノを~-，-;，n琵と ìj 'C T '，'i'iJぷ11決公 第1"

す (~005 :1f 10ノオ 48門戸

10~1 LiJ:Gl :j・446)446



iともの日己;そ7e:':壱主 1

ru行仁よる多数意己『つボイシトだと空、われる向;:iTf'苓禁坦すること仁 11ま
る。ます、本判決が Bov，:什日判決 1 対出的である山 Y士、可j みつ:.:~ Ke:l!wdy 

換と半Uy.;がィイ'"'(".(7);レ ツとして、山邦最奇抜はj同ょにおける波好十日純と

"う fm人の私的c1治苓積秘的に認めてきたとし)~) v1[j I苓尚認したとごろ
で£る 次に、 KeJ'.uρdy裁判ゴ¥;.!3o川、円、;:I;i.去の多数意見とは異なり、

合衆ヨヨ(J)Jr五)J.にお~ 'T 1白按、且つ成格に!日ヰの['t的活動をほり締ま

之、 を読み取れないと 'l':.~R し、過去にイチ存ずるノドミ 行為 ヲー

る 7メ1ノブJの'hf'L1.こ照ら Lでみると、当日司祭ムLc).:1:.-(:+、は Ce--.J '[ 殖と
は関係公く一般的に認識される性o01J;誌をするう首」にあり、 c[... J "/ラ

イベ 卜で|山j方の合意に基ゴ〈悦1ドH丁為を行う太人 lではない、 i:J三べ

られている c 以{壬に、五印11日h一裁判!'E;が意 l立I~r0 】こマライベ 卜で tt~l刊

行為を1:う人人の打阿は「人類がァ ITすべきである打阿の核L、に{止問づ

11 られる i~ 釈し、決起ó'Jl 1思議を号えるべき刊とプ「荻 L れ 1.1，(である…

この占につし 3 て、 Ke~ì1l吋、政判守;;1rμj出(!)r[， "(" I"J没後 H~行為を本指トfq

に取り締まる刊はいくつもむ lt.~ないここや、日欠チ1.[ 人十叩j~訂正同史

的行為が~'l されること手認めてし 3 ないといった河寺挙げている~]

しかし、最後の結論の部分において Ken川dy放判官:よ、手くの上うに

立法引の十年肢をJ民l定に r 、独当に判析をする LaWl日 ce判決のイ
メレンや汚響力の1:1日を狭く}〆ぶうとし亡いるづすなわ九 l斗:':'Iil去はあく

までも配人のプライベート的なライフが'ig誌への公的介入を 11、'i1ヒL、:I 

っそれを行十とする州政I{，カロ霊法的な権最正をHつことに悶 L-c (~I;;i~l大を

JI1 t: 'ても jj砕石討しなし 1とするものである IICとし h弓子「洞である。し

かも、他人を1比「仁、或いはJTJ古寺強要するごとにょっと性行為をじい、

または了どもと性交渉するなどのi長台、州側it{ノ宇))を行使L、懲罰を

Jえる活動日f本は本判決(こよってもうごじら才してし hないことも7J寸俊されて
¥. " /，.，217 c 

このように、司件安芸をめぐる憲法問題f 女;I、連邦主主高裁にぶる芥

えはliし吟として司;明イ華で浸味えと!よ(われよう c しかL、 ]九v:rCll CC '1'11 i長

2]， ，:ohn T: NowζKζd Hon，dd D. HOdlllc1<J.. .'01ψ川 11山 ll:1';， ~J:~2 り 33

f
 
L
 

L
P
 
ri 

つ

21'~ 1ι <l~ 933 自 3 ，~
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ふ1

;よコて連邦最高裁『つ姿努l計千実;肱J換しつつあるじこのよ与な述主:1;最

高裁の訴さ:こ作い、トJtt吟とて子どもの長どを巡る議論も裁判所の凶で変

化を引き起こ L ている f刈 λ!工、前:J:';~~の(バ]udricl;.;己判伏は、 Mas

SCLCrti5C、 tt只叶の最売裁判所は了どもの安下司、と r~わる CI 了どもの最善の

利益」という基準f土、裁の性;-!1P'-I]や料矧関係(/):fLIII¥に〈ζって決まるもの

訂正Y託、、 r... ']ドカソブルをiHf.，普から1)，1ぷすることは、 r...]子ど
もを=養育、教官し、社会ヰ ilT;に沌川、させる五 J正応J家族楕成 r の?在{呆か

ら'1ずる計り )::1れない利益を同性ヵ、ソプ;レの子どもが宇受することを妨

げて¥.る三時(~ 1:]'百したのである、

-λ入

問

事実婚

同ヨヨにおける F婚女lCi土、 !J1tとの事様な共同体形成契約のなかから、守主

ウ t-，'Sカフ Ii)ーのひどっと し仁選考されるものである lフつとされ、

I ( づいi接関係にある人々は、 iJ、?咋T下可上の;カ七 yブノルレと:ほまとんと包区:万別rのつ
かないlは2とど~ゴミ Lニテ

干宇午司維手?持4している」一叩ド山山ぷ)、bら、コ〉ぺLし〆い ノケj、 了ともがいて初的て、人牛lは正完U山以Lh:L、

日己実土域えで主る 叶川川"と考える1")斗訓i川に叶iの人々が争1紋t存("と:三二し Cfお3り、 結治のユ色

を>>~択 L なくて b 、必ず L 'L 了どもを bうiJ"!よくないことにならないよ

λ むある合亡、こご E 事実婚 に対じ、石d法はどのような安勢 E

抜ってきたのかの問題が牛ヲ〆ジ

また、 1;:i.占を交えt、未婚の女性が子f もl継続的に関係を{}/;ちプ:い

f括合、!日;出した)~: i)に 川法的には I LJ:料綬，，\の原 ~I) Jの働主によ打、

女件にはある花伎のl1C広告があるが‘男性、つま!~) ;j~婚の父は R ら手五絡

会選択する i長台や給制の不成、'lYl{:ぃ~:i ;~:zfSË を経てもとにお、了ともとの結

合関係を継続したい場合、如何なる法的なbJI別が働いているのかι それ

ぞれの|同胞について、 1.;，1、では考察してみた¥.-.¥ Q 

間
同一一一品開

f己14)4ぷ頁

(J!1~) ilOt， 

(J O¥:! .11頁

日1白口

l び~~ r;~~J .前Jり ~G~- _'山、
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iともの日己;そ7e:':壱主 1

、 Lawrence判決から再び提起された著書笑婚の議論

1-IIJ述び)LaVi 町 nct判決?)汁、された徒、州政J{:f;土rilH主総に?でしでも!英主

婚と ιl禄にAr&a[:t.1の権利及び義務を認めるべきかFJかをめぐる議詰がより

活廷になコているら Lいれ J、 妻l申jと返似する:Pllヰ捻も認められるべ

きであるといった議論の机拠[土、次のぶう i 淫りがおるこ百われるロ

手ず ついれζ、!日H主奇カッソルが 夫 妻担jの給総にすえって、~'(，':1:

愛it と I"H禁に伝統I':~な緒的の儀式を踏まえるかムだこい弓理主である口

それは当挙者の婚拡を尊重するとい~，芭忍設示になる 方、当日官儀式が

れ&われ J 効果について、憲法からも保蒸すべきだ(:v)うこと〆な，;;)(

つリ(.;t、平ホ保設~J良に ~I弓ら L てみれば、 rwt安 fí をミ L，.)'( y~.妥 .fí

Lかす詳販の花利投び託子さを宇一イ;することができないこすることは、 t':的

松山jト:基づく差別に同干ると言えるため、当該規制に大JLナ (.i)天質的関

連主の可決審 Hより I設しい重安土権.~，r:(J)可決審 H)i( 平を安求すべきであ

る川、と， ，う王d長である。

Lawrer'.ce判決に本l"tるのしOl，norjik判官の補FトE. ，~:t:t'-~こよれば、総かに

同主主給宇禁1Iしたりfi;:1以した iJ~，ょうとすゐ刊!の日むきに丸トし、憲法の平

等仮設条JW:二県づいて少字くとも性的指Itl]による;T;二日:jt.~- •• :認識されうる
し、門l点、#去の);、準;よI-Fなる令坦恒にl卜まるとげではJ4行ない μ 、と j1 

えよう戸 J かし、州側が同村婚を i認めることになれば、事実婚ゃ ん多

支持jの結姶も認めさゐを得な}ヘという品l躍が完全l払拭忘れ得えJ とも

口えな旬、 しかも )'I~-)'宇絡に上:)1[-~成される伝統的家族問係を似設するこ

とには、 Law~'己 llCと判ィ士 もj甲部長守、白身が7μ乍:にれ棄するとは

己ぃVJ引な"と考えられる υ ザ;え l工、 ii宅胞の社:定をめぐる町立さについ

て、:，::lWl'encμ 1':1よえがトされ 7;;=.0年秤I;IJの 九七凹年の Vjムl叫('( 

Bcllc '.Tcn仁 v.Boraas (416むs.1 [1974J)判決;二、漢字5最持裁が合]甲子r

のヨ司法審守井手Y干を)lJ ~ミご、川政府には!パ絞 r1'J家紋のせ日を保護するため

にu宅泊域本夜保するlE:fえな権益7J吋Iイiし、当該住宅地域か止白紙悶係
干必WHill1+を持た士いカ;;"/}J.-，を退放する|有吉となっf土地元IJ)lJ i主をJピ

L~:-; .:ohn了 Nc'wοKο;;d[<O!1日[dD. [úr~ll l1(~"， SUPNJ nntド ll:t:'.: 9ス4

ーゆl
 

v

一
Z~ Iι ど e934-93!J 
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問 ふ1

持すとことをY-i:HL--cし、たのである 日同iKの主倒的拘束力は LawJ

日】間判氏l二土つ」も台定5れていな u、と1中!e'fされる〈

そし工、テーマをも弓少し拡大してみると、出邦最荷主主がTtの 地利

用法は均的者による匝持ーからの共:PJtt.i苛の巾泌を認めないこ宇る規

どはJ!!f;効だと明党:iLたCtebUfYlt:v. Ct'bHf!1t: LivlJlJ..:; Cellter (4-73 [;.S. 432 

[~9R.)J ;半Ui史という子{例が存イi-clる(， [i:;]判決が紫効判怖を下した)'1'111の

つは、 1該|柏村)が、"，認知的障 A古→者と I"j数(/) 故市況〈しかもぬ

娼関係などもJ手cてvゐなしけに4る つのt1恨の下で共同生活の0L込

みを認めゐことに対L、ナトj!I'J元吠日o0't否者の凶体から 1I削i，(グ〉申請を認め

る場合、女Uj:ぜなる社会的手!J廷を雲するのか￥証されなかっとため、合理

1':宅Ffk糸棋を:埼たしていなし hと見倣されたのである。しかし、この仁le

hllrt1c河川の多数吉見は、 :IJがr.e:l!利用法の運用について正関係平婚

砕l!-l.k~係を t寺式な\ '人ュ主UJ;毛iiJ牛日を認めさてアない止するならJZ、iuo<Jp苧

害者lこ丸)~て例，7~ゲL債をiほんもくても良し、と 10i主 LCν、る川}こう LC 、

La¥yrer;ce判決を再び拡ojL~ "_-)て考支てみると、同行持を容認寸る時台、
ペタλその、1事者ι主にメJしでも罵イTの布市宇手有するここが認められるこ

とになろう、そうだ〉オオしl王、 ji;J主した土泡利j;↓iに閥寸る'Il側からのコ

ントロールを引きMi.き作日立し1 も点t，(1)かといっと議論立7が浮上するこ

と11¥i~空けられなくなるであろう合

ん、 Lawn'ncε判決がもたらした議論の中で最も宝寺戸とイ5えられ

る点以、立11-、村がどのようなノ主義を以ーって如何なる者が子どもの扶養に

jr.~1l: していると判断するのかとい弓間是正である川口この間訟を将察する

iこで つの手がかリとな!~)1-;;るのは、連町長、高J之が了どもをま去受宇るの

に如何工心昌が冶?きでめるかを刊誌「ずるみ準の中に「木県 とう条司ニ

を設告三万ることをめぐる判断ごあろう。Il1i，lOis川ご，;@こった fElγ仁川、

Jarrett (4UO ~.E.2d 421 [::"979J:;事件に対lハ津子EhAl判決はこの[)-i]誌に

ついて、判断を行なう "1 能 1* ヰ示~~l て 1 'た 1かしながら、当時の迫

竺!，! ~; D':!戸
iιι 牛;，;.'

ι出 iοιd

り JII只仁 936

Zシ n山l

1091 LiJ:Gl :j・442)442



iともの日己;そ7e:':壱主 1

邦最高裁は、ペ認す手↑牛をめぐる了とものEi議権を前天と攻給し、日つ粘

絡をしていない男性と|司棲しているほ視から取り戸げることを認め γ 刊

の設場哉の担j析を丹持存ヲることをJ巨絶したーペ設雫f干のけ シオレノ

ラ Jを百Zめながった故に、連邦最高Aえによる見解i/'山えれるごとはなく、

先制j拘束fJも認めら:fLていない 1 従っ亡、求併の人々が了ともを扶3'tL

ょうとする行為立14、を民たして何人の権利(伺lえJ工、ゾプ/パンーの権

刊 0)1'使の はiだと LJ倣す~父きなのか、或いは子どもの'1みの斜から

4、認を待た正婚のカップルは宇どもを7主禿する権利も 緒にRJG伐され、

刊iからの茨ij，:1を会げることは公く介衆トド(憲法による保怖をr三げるべき与:

のかぞいった問題について、 41;こ連邦最高波I;t如Mなる符えも!n;_てい
なu ょうである川c

ところ寸、 長婚の同作とよど↑ヰと子とものt目立関係についてはまだよ長う
見IWか存在している，.!I'!によ始。〉男性ι+にもの凶係を、ネ沢J土 (1'1 
凶における)未婚の父(J:コ壬ン ロ 上、チどもに対する格引Jも義筏も

認められよ二、事実|実在しない者として扱われていた;切と涜べているの

呆たして、このような視点は;JJ(r、了ともの主主議寺めぐる「了ともの最

の!主5tU(l) !íß; きの、ピもて~'~刀だと百えるのかーこれ 1: 尚 L 丸、

次の攻じにおし aて主邦浅高裁がぶしたIiloJに沿って検討したい)

二、未婚の父に対する連邦最高裁の立場

辺市最高決U: I未婚の父 0)J'h j立をめぐる問起についに}，;;chaclHι 

Vido，ia D. v. C己rald0. (491 1討 llLl[1989] ) ';'11 i売が作成されるまで

に、前後合わせて九つの :l:l~ ♂とを f しているらしい2，そして、未拾の父

と後~:~に関わる問題について述:町長高裁の湯が全体的に司\明日京だと吉

われる刀~.~ò:'1り、:欠のようにいくつかの .1:.{ン?を伺い知るこど刀すごきょう乙

ヱF換 に、 StaelleyiI. Ill ir二 ()i~ (4U5 FS. 6iJ:5 )9721 刊決が強訓し

ているJうじ、家族の粘心1*は、合米軍憲法の修正 凹条によ勺て保設

と'-) lbul 

引っjtif:・前掲吾1.1
ηl 未υ，.前掲古汁
!.'C 1と沢・口I

~Lì:j、 ('::1U '441) 44 

'AO) l4tfL 
(41)) -:4- 1 ，-~132 訂 r

(/10) l52頁。

11:的|
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問 ふ1

す t きであると終始 討して吉わ内ているのごある j fý~ X. (.工、 SUml引

判決で引用される IVTeyeJ干:)況や Sk;;Hler寸1)i.主:(.こ f土、 cC... J結婚し家庭

をつくり了どもを安J土汗ヲる自国が修正 四年:の供認を λげる「白出

に台ま才iる」ごと、 1:- 引でそ?条尽の h との也事杏をFうにあたっご‘結

併と牛法i土民族(1)イ[:tiと存続lとって基本的ごある」ード.，こと、といった

い11寺が含まれとし:る、 {)uilloir;v， Walco~t (42.4じS.246 [107品n半U決に
よれ ι ども、 :J~々は多くのSfににおいて、組了関係が憲法ーの保誌をう

けるごと害認めてきたコ[...州うす認の〆、逮括性を示すことなく、そ与

するこシが子ともの長占の利.i.~:..:ノミるとしみうことを唯一の桜拠シ Lて、

|向続々 子ドも，t_.))以jJにもかかわシず、血縁上の家族を破i史しょへ台ヲ

るなら iJ，アコ ープ口 kス条項注反となるであろう Jソ:34、と説時jして

いるのそし ζ、司ti:'.Lの五十Ch2clH. g Vlclo-ria D. 'i~Uiたの rt では、 cc ー〕

本ノ干の父チi共j係も吾、決トの保護をうげるどしている」出にされているつ

第 に、 5し，~nl町判がとか不した l ぺ (1ごみの)父長!の利益を保設す

ることが家校単{古の結合'1':1の仮設につながる iそ26といろう考えんーは、:定子

縁す1宇治三三せようとする旬、ミミの父叫がそのJJ)Zì!~ ~こ討して掠存権手持

っか合かを判断V る事誕において、末婚の~，(.-::寸ニどもの問の 実'[4前提

係!:1(をきE'，とする)is-l生が1:まれることに繋がうた}安す ξ〉に、未必ソ〉父

よれ 405lT メ 64~ (l~)n) ;ll (-i!J1. >1'、沢・ヲiJ福寺己 (~~O) 144-頁、

ひj4:).4 U.Sヲ46 (l ~~lg ばヲss. r-.:i)('七j梶宍 J主 (Aii)1，1にI三

2:，'， ，191 ll.S. 110 (1989) al123-12.-1..1乙沢ー削J司書H (-'10) ~s::n ， 

!.'h 40日いえ臼凡(l~r.2:，叫 G日 6;'<2.)，(ιr~ .前j可否j]ー (40;】，44同L
ぷぐ，fYIJ/~ :.i:' C:al刊日¥'.l'vJ山口:'[1ilH'd ( .1 ill {l百公的 [1!i7!I]i事JlT~. にむしいとは、迎

去最有裁は c[...:求婚の父hi、ヱ乃主子縁組:"-=~~-~ Lて、求婚の母と同じ決定

権ぷを-'F!してはいな1.'¥.]ことウ C. J門的に基プくし玉分 J だと見白保され、 c1: 

オ三孫。ノ之 ζ母のyJ:J.l&'.'は、[...J 隔が了の長 (.1'号討を促i十よるj 州の引j訴と:主;
質的関辿忙を有しごし h主t，，-，ごととされ、 I[...J 柑外チグJ父 Cj~ る、とがはっ

きJ しており、 しカか斗も、 ?宗~;弐5的な〉工こ r:刈斗 i係干毛ミが形!成ι さ iれL てい。主場宏イ介干;にφ まで、 父i母コ
伺l区E町別(リlを設けzる)ことは、 l広;に、詑寸さぎ♂/ゐJ
した「 また、 Lμchr、k臼obcげr口ts引叩o山)χl，( ，1刊63U.S.2幻/ぺ~8 : I円983記)打刊マf決更では、 ノ〈峰。)

父が、干の弘弁に詰if!日"I二時ソするここにより、親と Lての古いを十刀、呆た}

てLぺ1 ことや小すとろには、千と人的法制令深うという父0)五l主主;ょ、プム e 

ブ口てス令、lJlの 7で宍I'i，'，'な保誌をうける，t-再び説明されてしる。ノにわて・口t

r~0l LiJ:Gl :j・440)44つ



iともの日己;そ7e:':壱主 1

の和l誌や保設すべきだと判断する古II¥、 1... 伝治の父が、下の身付:

引もしくは楕Jつ自ーズを充JιL、寸乙に助言や指川、を lfえ、日常的:こチ

と lCiJ手することを申:~ 1:1:¥ることによハて、 子の苔について J五涼に支J王

を負うよ品合;こJ 24たるか汗かを苧j附た後、 ci(.、清一者による義了

縁組子況に33い亡、他の裂がその惇.fljの終了にJtだコ-c1えられるのと
|可じ予言法上のデ L ・ゾ口セスおよび守守 1~~~~ (iコ似障を受げる権利を有

寸心内かとうかをijそ乙ず心ことになっとのであ心、

第に、 CaiJ叩、九Iohamrr，cd、441U. S活。 [1979])判決;は、1":'ー]

苅牛厄にコいては~~'f年しながらも、母子関係の父子関係への一校的優';l'r:

1t を存定;~vC J いる v それ故、 '[-..J;()生氾の安十縁組の場合をドのよ

う}こ考えるのかとし寸141胞が残されている"".'のであるロこの点につい

て、鈴本侍史~'.! --_. JL JL (]年ド XcwYork川の最高裁が Jnthc Mは1..cr01 

11λ (jU巳1~:l (1 r I ド X， ; II t h ド九1a eteJれflL~bv GI1"jお ¥7抗¥γ2く 387

[ 990]ノ事刊にヌlして下した判ULをよflしもながら、改めて Iチどもの設詳

の干IJ 主主 l の原出に対応する I 実別的問係 l の茶司ょを持議しう，、|品j~ß解決

への手懸 :'1や提示し亡いる すなわち、f¥;ewYor;(什!の最高裁が山該宗

flの問題を cr... J I窓丘、円1)f~設小逮ト主性の立祉のない F;iり1刻チ闘係の

継続を保障される権利を主主パ限に拡張して、 関係が{+1'rL. 1うる前
ために訂[3'，される均台、にまとYえはすべ主主とうか、そ

Lても Lてうであるとするならば、ぶ舶の父のとのような1--j'frj)が、こう

した権仰を交ぬの父にゴえるために十分〆される上うな殺としての玄包

を負う列、首を小すものとしhえるのか fIに*:t1-') ~ [ぺ民主1;最品裁は、

C ::，~b 2. n ケースでは、現だの需議:の関係を千1 して! 'な〈とも、ヰミ拾の父

がそうした関係を形成する熱意をノトLたことや許制L1 ポ料の父を保護

jる一方、 Lc江1今一スと Quilloiじんースでは、未婚の父が子(:ù)~1需

f奇書;.:. ¥'1()) l/:iJ'ミ・ Hil，T"..
弘、 C1i~.、旅 lと アメリカ;，:. )J !' j" ;~) 1'-士L の説下院f4Cの保護 ヰと括的父の乳幼児

との 1~1l手形成利益の{車庫じついて 凹 111判明 l;j~~ 明代首J技法の訪日 出野11

三郊先牛内f'iijp己主，1(成文堂。 1993守二 )2Gl民

的未~) ~ .前時点出 (4り! '，48民ぃ

ヌlり鈴木. 1引iJj品論文i'~ (238) ~70}:ミ

可 1 鈴木・口IÍJ 担論1.. ì主 (:_;:~Rìι日一 20{)頁

~Lì:j、 ('::1U '439) 4:59 11:己|
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問 ふ1

をjιたbiずる機会や利用しなかったことかっ、ペ該父了間イ毛すイ京議しな
かった(~認識 L 、 cC... J適当な事情の卜ご末婚の父の権利が百五めら

れるべきであるげというが論を導」、たのとある v

(:l[のよド、;t;，¥¥の父が了どもとの間:こ如何なる権利義務が形成え

れるのかと L、う問題について、 i~~;::I;最高裁は実漂っョ関係」の基半に従っ

と判怖をする似11.]があることが向われよう日一 2ころが、子ともの烹ι:
は裁判所の判断に!iGIロ;に反]::;cされ、日立し三{土ノイLごされるのかv この疑問に

つい亡、次は IC...J ¥子ども¥同骨は、禿子縁起lを希望する旨年宏司11

たが、 lilihで、実父への訪問を売することの希望をも友明してい

台いう事案に関する苦言己ジ)(hi l1 üi~l 宇 U1:ぶ')令ii、信!を兄てみたいハ

三、 QuilloinV. Walcott ( 434 U. S. 246 [1978] )判決

本iJ決の-~'.::Æ;斗係およびiJ決起「町の中で作 q'j べきりはJ大 (j) 歪り

1甲される υ

(ー)、事実関係

本件こ係わる川 :1守〈ワ Gf'0f釦河川 i~.t f王、 iと始の父/"1、制γHの州出f生マト認

しないぬ合、婚外チの企;チ縁組を阻止する IGJ人O--;1't干lを認めない':l 

1しaるν そして、ノト11'の未婚の父l土、li」有婚外了が 歳になるまでに、

嫡I'H析をr忠定しようとする干狩を取ら 1'-"~こ、祁父がさ!:í戸波野外子この誌 F

総長討を岸請する|際、初めて対外丁との輸出也を情 lよ与と里、，.ていた

その上、当該UL，}y-+子への継続的扶責主主務をヌ丈ヲ父の，Q:凶が養子縁組rjl

議が?丁~~.hわれるどでに、事うとソ，~.h'，，-、と円うことも干[1すjしてし、たコ

おい亡、ノミ婚の.とは修正 日刊条のデニ ‘プロ廿人こてワttj託子主条Jjjに主主

j き、未婚の父も池の;古料Lた父裁とI'j)〆〈ζうi、口j-}の了ともの3't了

絞組hこN"、 m列する権利が保置される、 J主張したι ところが、持訴

鈴木・日↑uff;¥論ぇ;二 (:;:3gi :;Gl! 1雪
Z~:-; 鈴木阻副id司副丈:ふ (238ì 2GCfRっ

ゴ44氷山グ)韮烈 l よると、 J人質的 J司!守、j グ)正当主r，::-{1-げにしないド乙1"]1elll' ¥ 

HlIglH's 'Hl ~:. S. ;31:7 ~1879J\tlJ iたがある「米;)-~ .問~~昔汁いり :/18~'150
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iともの日己;そ7e:':壱主 1

高i土Ge】01只la州が不f牛と閃わるナ司法(っき、 了どもの最干専の利益」の

原則にH~ らしながら、当夜婚外チに対〕より古切な交チ縁組を選択させ、

~，!t に ir~r' しょっとする姿勢 l止、未必の父が芋有すべきであるい~ -，一・

プ口ヒスの1j主手1)を侵牢するごこにはなんな νa と判断じたれしかも 本

件のわ始の父は!?訟をi号外了に対するお、認の王計二を実質的に果たしてし、な

いことか認められ、他の普通にd-、j下必のず慌を踏まえ、子どもの縞/J¥':f!:

の承認を子助けようと 1る男性と比べ、斗みの父ffiVこは門え、了と、もの

長子緩和ーに女子|、 f口百する権手1)を持たせなνことがでそ保護条尽を1iJJje

しても透rxとは言えない、ともIJ百してt，f-のである
(ニド判決の要旨

本件につき、連邦以l可決(i1:-:tl 故の給与主に述:ハ M九rshall絞っ!官

が法住吉礼者作成した {土佐玄凡では、 h' 年の Sl~nlc) 判Iji:)(~= 示

された 三の条件を満t.L;十父親UJ寸二どもへの交わり、 111品、

識をf丁う権利Jはア Iー・プロセスとギ当半日l条J日、にi慣らして、

と井正

市)!二と l認められること さ才したc そして、什カミj主'1':1をl沼、められた父

と丁ともの同係に悶守し仇うとする却さは最小~J-!: (dp mi川市問、! i. 止

められなければならなしと述べhれた川口〉ころが、京flの事実闘係;:

!?Rらし合わせてみるこ、 Slanl町判決が認めた未婚の父の権利の範凶l工

不Ljlであリ、小!の手!詳とよ婚の父の利訴を如何に街宣すベヌかこ日う jと

た干決(!)問題が伐されえため、法廷き:見，""，次r7)上う 1:~，対の父(/;実体的梓

i'IJを論ピtいん〉

まfCeOムgtaナトiリにや[っと結期ちした内科は凶派的に了どもにメナする

事jを収1:宇るか、立， 'はJ主判所lこよ N全日こじて小冶fさであるとされた場
ノ;を貯，:~，，-c、了ともの3t-T級新に討するIliJ，'';L惇を持つことが認められる
べきであると法伝烹児は戸つ;_~1へその 方℃、婚外子の場合は母測しか

をJ主た F、せみの父殺がを合タトrに対ずる+1，禾Ij(i-i羊$1とf7JSJ;:に T張
Lj11るのは 当日支持外子σ)母組と結婚ずるか ~riÍ;7ト芋に士、 1 て丸;凸併を

ztノ主する とるかのどちらノう、のJh主に小る げである r述べて

り(; 43，1 U，S. 24(-) (1~)78) ;ll;:: "7-253 
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問 ふ1

いる J 生みの?に組はこれられjj;tをfよって， .なしり:1.1 、 AW-y~ 了の号本己し

か茨の権利を享有しないことになり、五三千縁組を十rTÒ~-9 る t1i: λ11 もは寂し

かイ丁f兄 しhとし、うことも をしてし、る汁.

、て、 1云i-1，自/，:，¥，ユ本ぞ!の子人となるネ婚の;亡が;dLの 午筒の

|品川 なもぺ該婚外了の焔出性を記、め上ろとしないこと、及び京特己な

7すにしカ玩具やソ↓/でントを当夜婚外子 r按争~!を豆!っ 1 いないこ J など

を11許認しだ〕それに加んて、 Jとーも七二f:土、本件(/)議了緑組(/)成./を期

待する主巴を干J:~ていることや、現に耳舗と斜路て νゐる父認のjたをつ

けたい〆いう/気持ちを干もっているということも を吋 vごしミるここ

で、子どもの意121女院をI追って、口、足窓児IJ、 安子縁組が;品￥ I__l::.後、

何らかの条件の、で、 析と t、(Jリき続きデてiiJf人 (l:l~ みし〉父:主)からの訪

河も受けたいといっ士思を路かじ去 Eんした〈しかしながり、そつした百

思の表明，~ i) ~li也;の五t:;， 仁義一千止して迎えられ汗いと vミう寸二どもの希望

本米r;_右すべきか或いはj主将するかもしれなし I c宮内

-HUをイザうか合かにi対子るじεnr日laナ司法によって影響を受けなドヌミlと

'，ït;~n- のところ;述べてし;たc 妥すゐ;、了ともの莞了級新手通

じ、長年に旦り一緒に過ご Lてきた人迭と京当の家主;になりたしけρ いう

要望と、ヲき続きょj三みの父jリjζ 父討[Li七いという気持ちは、本件のJ空訴

人が求める当該 へのJP台寸〆乙権利とは)]Ij々 に考え〆乙ベ主との心仁

j拐を裁判所は採ったのでおる c オてfふ土、了どもが如何なる d寺朕Cむな祐介

( fιm I ~:Y u川 JをJ十ち丈いかといろ問題について、子どもが当事高とし

f'f!.J江主でその荒見を:&flflすることに配車する裁判所の姿勢を汁

定的に言「ノIWしたい i
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